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江
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士
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货
僻
跋
行
外
國
◎
殺」

第
二
卷
银
ニ
章
密
二
怖
の
外
、
m
中
金
司r

新
住
博
雨
敎
授
英
著r

叙
行
雜
资
論」

ホ
、

r

金
融
統
制
諭」

⑥
六
章
第
’ニ
節
、
第
八
章
、
金
融
大
膝
典
寄
精
の
長
篇r

支
拂
準
傭

」

そ
の
他
。

^

稿
の
起
び 

後
冗
行
さ
れ
た
も
の
に
お
益
なr

速
邦
準
備
制
庞
1

そ
の
目
的
と
機
能一

J (

赏
出
銀
行
調
を
課
譯)

が
あ
る
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附
記
木
粒
は
新
制
大
を
の
講
座r

銀
行
論」
、の
時
殊
研
究
の
敎
村
と
し
て
學
生
の
便
宜
の
ほ
め
起
稿
し
た
も
.の
で
あ
る
。
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地
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'

獨
立
戰
ま
を
經
た
後
の
ァ
メ
リ
.力
合
衆
國
の
她
つ
た
顯
著
な
發 

は
、
そ
の
財
政
面
を
も
亦
例
外
た
ら
し
め
る
も
の
は
な
か
つ 

た
0
.そ
し
て
合
衆
國
財
砍
史
の
研
究
は
、
從
來
獨
立
戰
爭
後
の
時 

期
を
主
た
る
對
象
と
し
、
こ
れ
を
幾
つ
.かGi

段
階
に
分
つ
て
研
究 

さ
れ
て
來
た
。(

；̂

 !
〕

然
し
乍
ら
合
衆
國
の
財
政
的
發
展
は
、
そ 

の
'源
を
遠
く
所
謂
十
三
植
民
地0

1

立
お
彻
の
十
三
洲
を
‘！取
す
。

能〕

の
經
驗
に
激
す
る
も
の
で
あ
み(

o
f
,
 

D
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ガ
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s
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ミ
ぱistoiy of-the U

u
i
t
e
d

 states. 

1903. p. 

4 〕
、

も
財 

，
政
機
構
は
主
と
し
ズ
と
の
植
民
地
時
代
を
通
じ
て
確
立
さ
れ
、
.今 

，尙
そ
の
本
質
は
失
は
れ
る
.こ
と
な
く
續-i ,

て
ね
る
と
す
る
な
ら
ぱ 

(cf. 

Charles H
.
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g
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a
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h
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.
ク
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1
7
.
;
r

合
衆
國
財
政
史
の
研
究
に
と
っ
て
、

植
民
地
時 

代
は
重
：嬰
な
意
義
を
有
す
る
と
‘は
ね
ぱ
な
ら
な
5
0 

.

ゲ
ァ
ジ
ヤ
を
起
點
と
し
ジ
ョ
ー
ジ
ア
わ
'終
期
と
す
る
ィ
ギ
リ 

ス
の
對
ア
メ
リ
ヵ
植
民
地
活
動
が
、
.何
れ
も
互
大
な
商
業
資
本
を 

背
景
と
し
て
推
進
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
此
等
ー
聯
の
植
民
地 

活
動
の
根
底
に
橫
は
るr

股
的
特
色
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
個
々
の 

植
民
地
を
彩
ど
特
異
な
色
調
せ
、
.
.

か
-.

る
基
本
的
性
格
の
上
に 

附
加
さ
れ
を
諸
耍
因——

そ
れ
ボ
1

環
境
の
然
ら
じ
む
を
も
の 

で
あ
ふ
ぅ
と
、
又
は
人
爲
的
な
も
ひ
で
あ
る
と
を
問
は
す
—

，に 

ょ
っ
て
膝
成
さ
れ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
が

X
る謝

！；y

巧
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A
r
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を
分
析
し
其
の
毅
貌
の
跡
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
.ア
：メ
ジ
力
植
民 

地
の
眞
の
容
み 1

を
、
ひ

て

：̂
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
本
赏
を
正
確 

に
ポ
屋
す
る
方
法
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
か
-
る̂
研
.究
.亦
赞
際
問
題 

.と
し
て
幾
多
の
困
難
を
沖
ふ
で
あ
ら
ぅ
こ
と
は
、
過
去
に
發
表
さ 

れ
た
我
が
.國
に
於
け
る
驟
し
ぃ
ア
メ
リ
力
研
究
に
も
拘
ら
す
、
★

‘

 

か
る
欲
求
を
十
分
に
滿
足
せ
し
め
得
る
も
の
が
極
め
て
僅
少
で
あ 

る
と5

ふ
一
事
に
よ
つ
て
も
、
，
容
易
に
窺
ひ
知
る
こ
と
が
出
.來 

る
。
而
も
難
者
ゆ
本
賴
に
於
て
龙
大
な
ア
メ
リ
カ
財
政
史
デ 

へ
の
鎮
ー
步
と
：̂
て
、
か
\
る
觀
黯
よ
り
さ
さ
や
か
な
努
力
を
マ
，
 

.サ
チ
ユ
セ
ッ
ツ
植
廣
地
の
.上
に
敢
て
試
み
よ
ぅ
と
す
る
。
.
.
.
.
.

'

j.

サ
チ
ユ
セ
ッ
ツ
植
照
地(
以
下
マ
植
民
地
と
略
稱
す
る〕

が
合
衆 

國
の
腹
史
上
に
占
む
る
地
位
乃
至
重
要
性
に
關
-

> 
て
は
、
.今
更
說 

く
ま
で
も
な
い
。
一
般
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
を
北
部
•
中
部
•
南 

.部
に
分
類
し
、
失
々
の
特
質
を
對
比
せ
.し
め
て
説
明
す
る
場
合
、

マ，
サ
.チ
.ユ
セ
ッ
ツ
は
北
部
の
典
型
く
は
代
表
的
な
も
の
と
し 

て
、
特
に
ヴ
ァ
ジ.

H

ヤ
に
對
し
著
し
'

5

對
照
を
形
成
す
る
點
に
於 

て
、
必
す
採
り
上
げ
ら
れ
て
來
た
。
.こ
れ
は
同
地
方
の
重
要
性
を 

示
す
と
同
時
に
、
マ
植
地
研
究
の
必
要
性
を
十
分
物
語
つ
て
ゐ
.
 

る
の
で
あ
る
。

.. 

.

.

.

.

. '、
：，

'

マ
植
民
地
の
魔
史
的
出
發
點
を
何
れ
に
，求
め
る
か
と
レ
ふ
問
題 

は
、假
令
そ
れ
が
財
政
史
に
於
け
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
治
史
的
分

.

か
翁
雜
就
か
四
十
ニ
卷
银
セ•

八
號

g?

に
か
.て
ょ
りI

層
の
重
要
性
を
持
っ
も
の
で
あ
る
と
は
い
へ
、
.. 

ア
植
民
地
の
腫
皮
を
週
る
上
に
一
應
明
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら 

な5
。

周
知
の
如
く
マ
植
民
地
の
開
妬
が
直
接
的
に
は
マ
'サ
チ
ュ. 

セ
.ッ
ツ
灣
會
群(The Govermentr .and Gomŷ

any of M!as, 

ŝ
cbsetts 

B
a
y
.
)
(

以
下
マ
滞
せ
社
と
'恥
稱
す
る
；}
-の
設
立
k
黯

‘
 

る
も
の
で
あ
ジ
、
旦
亦
一
六
九
一
年
'の
第
二
特
許
狀
を
以
て
プ
リ 

.マ
ス
植
民
地
を
合
併
せ
る
事
賞
は
、.
マ
植
民
地
の
起
源
に
關
し
四
'
 

種
の
時
點
を
提
供
す
る
。
を
の
第
一
は
所
謂
ピ
ル
グ
リ
ム
の
父
祖 

達
が
コ
ッ
に
第
一
歩
を
印
せ
る
一
六
ニ0

年
で
あ
る
.。
第
二

 

, 

は
、
マ
灣
會
社
が
新
英
蘭
會
社(company of >Iew wngland'l

, 

g
j
D

か
ら
現
在
の
マ
州
の
存
在
す
る
地
，域
の
槽
利
を
買
收
し
た
.V 

一
六
ニ
七
年
で
わ
り
、
第
三
は
、
こ
の
旣
得
權
が
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
，
 

世
の
動
定
特
許
狀
下
附
に
依
っ
て
合
法
的
植
民
地
と
し
て
認
め
ら. 

れ
.る
に
至
っ
た
一
六M

八
年
で
あ
る
。(

能
三〕

最
後
に
第
四
と
し
.
 

て
は
.、
一
六
三
0
年
マ1!

會
社
總
栽John Winihrop 

.が
前
記 

特
許
狀
を
撑
へ
て
本
國
ィ
ギ
リ
ス
を
後
に
し
た
時
が
舉
げ
ら
れ

る
。.
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1
3
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.

.

以

上

列

舉

さ

れ

た

夫

々

の

時

點

は

確

か

に

.考

應

に

償

す

る

内

容
 

.
わ

示

し

て

ゐ

る

。

然

し

乍

ら

右

の

第

一

の

時

黙

は

、

マ

植

民

地

の

.
 

始

期

と

見

做

す

ょ

り

は

む

し

ろ

プ

リ

マ

ス

植

民

地

の

形

成

過

程

に
 

、於

て

考

察

さ

.る

.
冗

き

で

，あ

を

。
.
何

故

な

ら

ぱ

假

令

後

年

に

は

マ

植

.

.

、

-
■ 

i
r

M

 

(

三
九
五

)

ア
メ
リ
ヵ
植
：̂

池̂
財
政
の

I

酌

.
 

,

风
址
と
合2^

さ
る
可
き
命
に
あ
つ
た
と
！̂
い
へ
、
フ
リ
マ
ス
紘 

她
が
、
植
地
话
励
の
初
期
に
架
レ
た
役
割ti 、

マ
植
民
地
に 

.比
し
些
か
の
適
色
な
き
の
み
な
ら
す
、
プ
リ
マ
ス
植
民
地
が
北
部 

の
諾
植
民
地
に
與
へ
た
影
響
の
重
要
さ
ぱ
、
.プ
リ
マ
ス
植
民
地
を 

マ
植
民
地
ょ
り
獨
立
し
.て
ポ
辨
援
す
る
必
要
性
を
強
く
主
張
す
る
板 

據
を
與
へ
る
も
の
で
，あ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
.に
第
二
、
第
三
の
.時 

點
に
關
し
て
は
、
そ
の
何
れ
も
が
第
四
の
時
點/

の
前
奏
と
解
し 

て
も
誤
で
は
な
い
。

卽
ち
前
述
の
如
き
ゥ
ィ
ン
ス
.ロ
ブ
の
行
動 

ぱ
、
そ
の
胞
接
的
動
機
を一

六
ニ
九
ギ
のr

劍
橋
協
定」

に
發
し
、
加
ふ
る
に
マ
會
社
の
特
許
狀
に
會
社
の
所
在
地
の
明
.
 

記
さ
れ
ざ
る
を
奇
货
と
な
し
、
彼
が
會
社
ハ
货
搖
を
當
握
す
る
や 

否
や
、
旣
定
焚
と
し
て
敢
行
さ
れ
た
。
か
\
る
發
意
が
何
れ 

ょ
り
來
れ
る
か
は
暫
く
措
く
と
し
て
も
、
斯
の
如
き
行
爲
が
、
前
，
 

述
の
第
二
、

三
の
ぜ
を
俟
つ
て
始
め
て
赞
行
可
能
性
を
附
與 

さ
れ
た
こ
と
疑
ふ
條
地
が
な
い
。
而
も
そ
れ
は
、/
ィ
ギ
リ
ス
の 

植
民
’活
動
に
新
生
面
を
拓
く
と
同
時
に
、
ア
植
民
地
の
性
格
の
上 

に
決{；

ル
的
な
作
用
を
及
し
た
。
1
一一：：す
れ
ば
こ
の
時
を
境
と
し
.て 

マ
殺
會
社
及
び
マ
植
思
地
の
商
業
的
色
彩
は
後
退
し
、
他

宗

敎 

的
色
お
が
强
く
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
^
0。
更
に
こ
れ
と 

共
に
、
、
マ
植
民
地
へ
の
奸
；

|
;的̂
移
住
も
こ
の
時
ょ
：=
^
活
廢
に
行
は 

れ
る
に
ポ
つ
'た
。
そ
れ
故
に
筆
者
は
、
第
四
の
時
點
卽
ちH

ハ
三

.

.

.

.

ニ
六

.
(

三
九
六〕

0

年
を
以
て
マ
植
民
地
の
始
點
と
す
る
，の
が
安
當
で
あ
る
と
考

る

- 

W例

へ

ぱ

R. 

L
&
w
s
o
n
.、

は
ァ
メ 

dヵ
贴
政
の
基
礎
が 

.
三
段
階

>
經̂
過
し
て
確
立
さ
れ
た
と
な
し
、
面
に
之
雄
の
殺
隨
を
衷 

数
す
る
人
々
を
、

Franklih, 

Robert 

Morris, 

Alexander 

-

H
a
m
i
l
t
o
n
.

の
三
者
に
求
め
て
說
明
し
て
ゐ
る
。

(
w
.

 K. ILaws- 

o
n; -American Finance, 

domestic, 

pp, £-3124
〕

(

註
ニ〕

新
英
蘭
會
社
は
鶴
グ
リ
マ
ス
組
合
の
人
々
がSir 

Ferdi- 

nand Gorges

を
.中
心
と
し
、！

六
ニ
o
ギ
ジ
ユ
ー
ム
ズ！

世
ょ
リ 

1

新
特
許
狀
を
将
て
組
殺
し
た
も
の
で
あ
る
。(

藤
原
{す
M
あ
、
ァ
メ
リ 

，力
は
國
史
論
、上
卷
ー1

ニI
I

I 

ニ一、

二
三
八i

ニ
四
0
K參
照
。
 

C.Ivr, 

Andrews; 

Tl:ie 

colonial .period 

of 

American 

History. .VOI, I. I5P, 

1374〕

01

六
ニ
.七
ギ
に
は(

三
月
十
日)

ダ
リ
マ
ス
の
理
事
食
は
チ
ャ 

1
ル
ズ
河
と
メ
リ
マ
ッ
ク
.河
と
の
間
に
横
は
る
土
か
の
搞
を
殺
人 

.か
の
ナ
イ
ト
及
デ
エ
ン
ト
ル
メ
ン
に
資
却
し
て
ゐ
る
。(

o
f
. 0
0
0.

、gias, op., cit. p
.
13〕 

.,

(

註
三〕

1

六
三
八
ニ

一

月
の
刺
定
特
許
狀
下
附

.の
殺
果
、、
エ.ン
デ
ィ 

コ
ッ
ト

(John Eudicott
〕

の

指

躯

の

‘
下

に

セ

T-
レ
ム(Salem., 

M
a
s
s
O

 
に
建
設
せ
る
 

London's plantation in Massachus- 

ietts B
a
y

 

in 

E
n
g
l
a
n
d

と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
た
私
的
統
☆
形
お 

は
始
め
て
合
法
的
な
も
の
と
な
っ
た
。

(
W
,

 Macdonald; select
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m
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a
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e
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1

六 
ニ 

九
ギ
八
ガ
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i
c
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r
d

 

S
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l
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n
s
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a
l
l
,

 

T
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o
m
a
s

 

D
u
d
l
e
y
,

 

W
i
l
l
i
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V
a
s
s
a
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l
,

 

:
N
i
c
o
l
a
s

 

"
W
e
s
t
,

 

I
s
s
a
c
k

 J
o
h
n
s
o
n
,

 J
o
h
n

 

.Hu
m
f
r
y
,

 

M
h
a
r
p
,

 

I
n
c
r
e
a
s
e

 N
o
w
e
i
I
,
.
w
i
n
t
h
r
o
p
,

 

w
n
I
i
a
m

p
y
n
c
h
o
n
,

 
K
e
l
l
a
m

 

w
r
o
w
n
e

 

W
i
l
l
i
a
m

 

c
o
l
b
o
n
i
,

の
十
二
名

，が

ケ

ム

プ

リ

ッ

デ

に

览

リ

マ

社

に

閱

，
^
稍

々

協

譲

し

た

も

の

で
 

'あ
っ
て
、

こ
の

S
料
.に
⑥
し
て
は
、
.
藤
照

"

前
祸
敦
、
ニ
五
六

I

ニ 

五 
£

M

、A
n
d
r
e
w
s
,

 

o
p
,

 
c
i
t
. 

p
p
.

 

3
8
9
1
9
0

 

參
照
。

,
,ー

.

.
ニ
.
：

.

：

，
'

一

レ

.

ク
ィ
ン
スn

プ
娃
び
に
波
と
行
を
共
に
せ
る
人
々
の
抱
負
と
、
 

彼
等
を
迎
へ
た
新
大
陸
の
自
然
環
境
と
は
、
マ
植
民
地
の
政
治
•
 

經
濟
を
規
定
す
る
重
要
な
耍
素
と
b
て
登
場
す
る
。'

ゥ

ィ

ン

ス.
a

プ
を
盟
主
と
す
る「

劍
橋
協
定」

' 

へ
の
參
お
奪
達 

.は
、
何
れ
も
淸
敎
徙
で
あ
り
同
時
に
亦
ノ
ン
.
コ
‘ン
フ
ォ
ミ
ス
ト
.
 

の
：

g

向
を
有
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
そ
の
信
仰
に
則
せ
る
，
 

新
な
る
社
會
=
神
の
國
を
建
設
せ
ん
が
爲
に
故
國
に
背
を
向
け
た 

の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
マ
格
民
地
は
.基
本
的
に
は
宗
敎
的nil

的 

の
下
に
疆
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
レ
、Em

a
n
u
e
l

 D
o
w
n
i
n
g
^

を
し 

て
ク
ァ

ジ

一.一
ヤ
招
民
地
と
同
日
に
談
す
可
か
ら
す
と
言
は
し
め
た

三
W
织
命
雜

誌

ホ
！
：

ナ
ニ
卷
お
*
 ̂

•八
號
.

.の

で

あ

っ

た

! 

W
然
し
乍
ら
救
等
の
曹
を
追
っ
て
渡
航
せ
る 

.
人

々

や

或

は

一

六

三

0

年
以
降
.マ
植
民
地
を
目
.指
し
て
移
り
來
ウ 

た
八
々
は
、
如
何
な
期
待
を
マ
植
民
地
に
對
し
て
抱
い
て
ゐ
た 

の
で
あ
ら
ぅ
か
。

口 

I
ド

；

►
ア
イ
ラ
ン
ド
、.'.及
ぴ
コ
ネ
チ
ィ
カ
ッ 

'ト
雨
植
民
地
の
分
離
は
、
.か
、
る
疑
間
に
一
っ
の
暗
示
を
與
へ
る 

'も
の
で
あ
ら
ぅ
。

.
、

.

.

-
.

.
.

.

ゥ
ィ
ン
スS

プ
に
率
い
ら
れ
た
第y

同
れ
移
住
民
約J

千
名
の 

.大
部
分
は
、
自
作
最
.
小
作
農•

職
人
及
び
小
商
人
に
ょ
っ
てas 

成
さ
れ
て
を
り 

長
途
の
航
海
を
經
て
.セ
]
レ
.ム
に
到
着
し
た
時 

.其
の
數
は
約
七
百
に
減
じ
て
ゐ
た
。(

高
木
へ
尺
著
、

朱
！
：

政
☆
史一:̂:

說
"
八
八

3

彼
.綠

は
後
に
來
た
れ
る
人
々
と
等
し
く
、‘
幾
多
の

動
機
に
願
ら
れ
乍
ら
も
窮
極
に
，
あ

い

て

i
f

新
大
陸
に
わ
り
自
め
な 

社

會

を

求

め

て

，ゐ
た
の
で
あ
る
。

'

と
の
後
マ
植
民
地
へ
の
移
住
民
の
流
人
はT

十i
>

年
の
暮
制 

.政
洽」

の
期
間
に
急
激
な
速
度
を
以
て
稽
加
し
た
。
.今
こ
&
に
こ 

'れ
等
の
人
々
.の
階
層
と
移
住
の
動
機
と
ネJ

督
す
れ
ば
次
の
如
く 

で
あ
る
。 

V 

.

..

.

.

,

S

貴

族
階
級
に
！
！
せ
る
極
め
て
少
數
な
人
々

。

.

.

,S

本

質

的

に

イ

ギ

リ

ス

の

地

主

階

級

に

嵐

し

、
植
民
地
で
は 

常
に
ミ

-ス
ク
ー

の
敬
稱
を
以
て
呼
ぱ
れ
た
少
數
の
有
力
者
。

此
ホ 

の

人

々

、
の

中

に

は

ゥ

ィ

ン

ス

ロ

，
プ

が

<
s
ま
れ
て
ゐ
た
。

.
 

.

ニ

セ

.
(

三
九
七)

'

ア
メ
リ
カ
植
W
地
财
政
の1

g

イ
ギ
リ
ス
の
中
を
隙
級
に
織
せ
る
ョ
I
マ
ン
、
及
び
そ
の
妻 

子
。
彼
等
は
概
し
て
邀
法
の
精
神
に
富
み
、
厚
い
信
仰
心
：̂
.を
持 

て
る
小
殺
民
ポ
し
く
は
小
商
人
達
で
あ
っ
た
。
彼
等
ほ
彼
等
の
宗
'
 

敎
上
の
理-S

と
#R

で
、
彼
讓
の
家
と
土
地
と
を
求
め
て
邀
往
し 

.た
の
で
あ
り
、
父
職
人
或
は
小
商
人
建
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、-
ょ
一 

'い
，：

in

ホ
な
仕
ま
の
機
會
を
求
め
て
來
往
し
た
の
で
あ
つ
た
。
：

S

殺
細
な
借
地
農
。
.彼
等
は
殆
ん
ど
全
部
生
れ
乍
ら
の
農
民
で

り
、
そ
の
地
位
や
知
識
•
敎
盲
の
程
度
は
.低
か9̂

た
。
激
等
は 

多
く
の
揚
合
、
指
導
者
に
傘
い
ら
れ
集
倒
を
な
し
T
來
住
し
た
。

®

敬
後
力
階
級
に
恩
せ
る
人
々
は
、
下
僕
及
び
徒
弟
で
あ
る
？ 

彼
等
は
そ
の
性
質
粗
暴
で
不
品
行
で
あ
る
の
を
常
：̂
し
：た
。

そ
れ 

放
、
淸
敎
能
の
制
定
せ
る
刑
法
は
主
に
彼
等
を
對
象
と
し
だ
も
の
，
 

で
あ
り
、
數
に
於
て
は
全
腹
の
約
四
分
ノ1

近
く
に
達
し
て
ゐ
た
。
 

(cf. 

A
n
d
r
e
w
s
,

 

op, dt. 

pp. 5
0
T
5
0
2
)
-

 

.

か
く
の
如
く
マ
植
民
地
の
移
使
民
の
中
核
を

.形
成

.
せ

る

も

の



は
、 

中
産
階
級
た
る

.ョ

ー

マ
，
ン

ジ

ー

(

註
ニ〕

と

層

階

級

た

る
 

チ
ナ
ン
ト
リ

I

で
あ
っ
た
。

然

か

も

彼

等

の

渡

航

目

的

は

唯

に 

宗

敎

的

な

も

の

に

の

み

止

ま

ら

す

、
經
濟
的
動
機
も
亦
大
な
る
耍 

因

と

な

.つ
て
ゐ
た
。.
殺
等
は
サ
，フ

>

1

ク
鼓
に
そ
の
周
邊
.の
カ
ク 

，ン
テ
ィ
の
出
身
者
で
あ
る
と
，と
が
多
く
、
家
族
を
同
伴
し
.镇
園
的 

に
渡
來
す
る
傾
向
が
强
か
つ
た
。

(

耽
3

然

し

.

I
.

象
を
舉
げ
て
新

.

.

. 

二

八

(

三
丸
八〕

大
陸
に
移
住
す
る
と
レ
ふ
形
熊
ぱ
、
.必
す
し
も
彼
等
の
全
て
が
本 

國
と
完
全
に
絕
緯
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
等 

の
中
紗
な
か
ら
ざ
る
人
A
は
そ
の
脉
産(

土

地
，
债
權
等)

..を
英 

本
闘
に
殘
し
て
'來
た
の
で
あ
る
o
c
o
f
. 

A
n
d
r
e
w
s
,

 op. cit. p* 503)

こ
れ
ほ
マ
鶴
會
社
す
ら
も
、
，新
大
陸
へ
‘の
出
發
に
際
し
、
本
國
に 

於
て
殘
務
を
遂
行
す
る
爲
め
第11

會
社
と
も
稱
せ
ら
る
可
き
組
織 

を
殘
置
せ
し
め
た
と
い
ふ
こ
と
か
ら
み
て
も
，
.何
等
異
と
す
る
に 

足
り
ぬ
。
0
い̂
^)

激
上
の
.事
情
と
典
に
彼
等
に
っ
い
て
見
逃
し
て 

ぱ
な
ら
なA

點
は
、
.彼
等
は
或
は
宗
敎
的
盤
追
を
蒙
り
、
或
は
綴 

濟
的
困
窮
にn

い
で
ゐ
た
に
も
拘
ら
すr

槽
利
の
請
願」

を
赢
得 

し，(
一

，六1!

八C
5

綴
く
顿
税
.
縫
税
更
に
は
船
耽
に
關
す
る
國
玉 

對
議
會
の
抗
爭
を
經
驗
せ
る
人
々
で
あ
っ
た
と
と
で
あ
る
。
此
の 

事
贊
は
、
.マ
植
民
地
に
於
け
る
自
然
認
識
の
方
法
等
が
未
だ
中
世 

的
段
階
を
却
し
得
な
か
っ
た
狀
熊
を(

S
, A

n
d
r
e
w
s
,

 op. cit. 

P
.
.510 〕

補
つ
て
餘
り
.
る̂
も
の
と
，s
'へ
や
ぅ
。

當
時
イ
ギ
リ
ス 

本
國
に
於
て
は
自
主
的
な
納
税
理
論
へ
の
進
路
が
旣
に
開
か
れ
て

ゐ
た
の
で
あ
つ
で
、
ト
マ
ス
•
ホ
ッ
プ
ス
の「

リ
バ
イ
ヤ
ザ
ン」

 

.や

r

ビ
へ
モ
スj

の
出
現
は
指
股
の
間
に
あ
っ
た
の
ヤ
あ
る
。
.
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註 D

 

s
.
. 

A
n
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r
e
w
k
,

 op. 

cit, 

p. -i62.
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は
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ニ
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w
iド* Jo

h
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に
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■
 
•
.
.
て
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紙
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T
h
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B
a
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 Col-

ホ
バ
^

ホ
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n
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a
n
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0 ̂Virginia w
e
n
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s
a
m
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 reasons nor for 1±
ie w

a
m
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s
d
. T

ざse of Virginia

\vent 

only, 

for profit

.

. 

others 

:
:
: to 

-bransixort;

the 
Gospel 

to 

th6se 

heathen 

t
h
a
t

 

n
e

づer 

iiard 

t
h
e
r
e
o
f
,

と
遂
ぺ
て
ゐ
る
。
’
 

/

ねEmai;iuel D
o

 w
i
n
i
n
g

に
はW

i
n
t
h
r
o
p

 
.
の
妹
が
嫁
し
て 

み
る
。wir J

o
h
n

 c
o
k
e

 

は Virginia,Cobipany 

に
：̂
、て
犯
耍
.

な
地
位
を
ぃ
M
め
る
人
で
あ
る
。 

'
 

.

.

.

.

.

(

能
ニ

)

ョ
ー

マ
ン
と
い
ふ
言
蒸
は
時
と
處
に
從
つ
て
種
々
；な
る
京
ゆ 

め
粋
を

^
^
つ̂
ご
ゐ
る
こ
と
は
周
知
の
過
リ
で

.あ

.る
？

そ
れ

は

£
1̂

に 

r

獨

A

.

S錄
農
民

」

と
い
ム
課
？

i

ょ

U

♦
る

感

蘇

を

以

•
て

想

定

す

る
 

に
は
：
リ
に
も
複
雜
で
あ
る
。

こ

、
で
は
廣
義
に
用
ひ
た
；

P

の
と
解 

釋
し
て
謎
さ
た
い

0 

參

を

の

ほ

に

A
n
d
r
e
w
s

が
そ
の
著
截
の
他 

の
倘
所
で
、

こ

0 

3,

1
マ
ン
リ

I

と
い
ふ
言
葉
を
如
何
な
る
意
ル
に 

力
ひ
て
ゐ
る
力
を
、

マ
が

i

{
见
の
人

n

桃
成
を
知
る
上
に
肋
け
に
な 

る

と

思

は

れ

る

記ル；！

と

共

に

、

こ
V

に
示
し
て
を

<
0
. 

ち
一
六
三

冗

がM
e
w
b
u
r
y

に
於
て
公
段
撥
を
附
與
さ
れ
た
.!
名
の
巾
か

,fs 

r

ね

師

-

ニ 

‘
 

.段

.'
 
者
、

ニ

'

.
デ
エ
ン
-

4 -

ル
ア
ン 

'八 

敦

■
.

師
‘ 

！

人

.

ニ〜

三 

'
 

船

，

，長
.

一 

.彩
芽
奴
造
人
，

.
一

.

.
船

の

速

韓

手

.

1

ほ
人

ン
ネ
ル
綠
ェ
ニ

丰
.袋
翦
造
エ 

-鞋

本

..

H

 

靴

H

 

給
数
造
エ 

0 

,前

H

三〜

四
'
 

七〜

八

ニ

0
，布

H

 

桶

.

H

 

•鞍
製
造H

 

法

'傅

家 

大
：

H

ニ〜

三

.
/

の
計
四
ニ〜

四
六
名
を
控
除
し
た
殘
儉
の
極
<
.
!部
がm

1
マ
，ン
で 

.
あ
る
と
い
ふ
。
從
ウ
て
こ
れ
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
'マ
植
民
地
へ
の
移 

.

住
段
の
中
に
は
麟
人
の
数
が
相
赏
多
か
っ
た
と

|̂;;'
へ
ら
れ
る
0
魔
教 

.

.
に
-を
へ
れ
ぱ
か

る
敬
人
雁
も
ョ
f

マ
.
'
ン

と

考

へ

て

も

差

ま

へ

 
'

がい 

.
:
.の
で

あ.る
が
、
此
處
於

C
はm 

J
マ
ン' 
な
る
言
葉
は
明
に
前
あ
と 

は
異
な
れ
る
味
に
爪
ひ
ら
'れ
て
ゐ
る
こ
と
を
注
意
す
ベ
さ
で
あ
ら

ぅ
。(

G

サ A
n
d
r
e
w
s
,

 op. 

cit. 

p.501〕
.

(

謎
.三〕

.r

劍
格
協
お」

に
は
、
.こ
の
協
定
に
參
加
せ
る
人
々
が
欲
族 

を
も
同
ゼ
ナ
る
準
怖
を
な
す
可
き
こ
と
を
：ready.in o

u
r

 JJer- 

sons a
n
d

 w
i
t
h

 s
u
c
h

 of o
u
r

 scverall familyes as are to 

g
o

 w
i
t
h

 u
s

.
ニ 

(cf, 

A
n
d
r
e
w
s
,

 -op, 

cit. 

p. 

389〕

と

躲
お
し
て
ゐ
る
。
だ
が
こ
のI

ポ
を
以
て
、
す
べ
て
の
人
々
が
そ
ぅ
'
 

.

で
あ
つ
た
と
は
，

II

定
し
得
な
い
。

....

ね
こ
れ
にI

I

し W
.

 B, 

W
e
a
d
e
n
;

 

E
c
o
n
o
m
i
c

 a
n
d

 Social 

H
i
s
t
o
r
y

 of l
^
e
w

 E
n
g
l
a
n
d

 1
6
2
0
1
1
7
8
9
.

 N
.

 Y
,
1890,. vol.

i. 

p
.
14, 

9(％

も
見
て
頂
き
た
い
。

(
註
四)

cf. 

A
n
d
r
e
w
s
,

 ..op, 

cit. 

p. 

397
何1
胶
の
移
位
氏
に
っ
•い
て
は
該
書
五
o
三
貝
黎g

r

 

•

ニ

九

(

三
九
九
：}
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■
-11-

■トV
J
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-、
-
I い
-
■
■
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;
、
■
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-•广-!,-;
7
-
い

多
-

L
J
=
.
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U

-

-こ

-y

 
z
g
l
n
!
,
-
レ

ァ
メ
リ
ヵ
植
：

ii ：

地

財

政

の

:

H

終
住
達
は
後
年
の
人
口
稽
加
を
考
慮
し
て
海
岸
線
附
近
に
散 

を
し
て
開
地
を
設
定
し
た
。(

能0

彼
等
と
て
も
當
初
ょ
り 

植11̂

に
俾
へ
るSI

難
を
全
然
経
験
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
旣 

述
の
お

く

セ
I
レ
ム
に
至
る
間
に
多
.敷
の
银
牲
意
を5

i

じ
て
ゐ 

る
.。
然
し
彼
等
に
と
っ
て
、
ヴ

7
ジ
ニ
ー 
ャ
植
民
地
を
襲
っ
た
幾
多 

Q

悲
劇
の}$

想
に
對
す
る
於
戒
や
、
プ
リ
マ
ス
.植
民
地
の
存
在
更 

に
は
.エ
ン
デ
ィn

ッ
ト
の
先
使
等
は
、
彼
等
を
そ
れ
等
の
因
難
か 

ら
免
れ
し
め
る
上
に
敷
な
か
ら
す
役
立
っ
た
。
 

.

周
知
の
如
く
、
ァ
植
民
地
に
於
て
土
地
は
直
接
個
々
、人〈

間
に 

分
與
さ
れ
る
と
と
な
く
、
聚
范
を
形
成
せ
ん
と
す
る
圓
體
に
對
し 

^
愤
で
讓
與
さ
れ
た
。
從
っ
て
個
人
は
か
V.る
國
體
を
通
じ
て
の 

み
土
地
を
；̂
得
す
る>J

と
が
可
能
で
あ
ろ
た
。.
そ
れ
故
に
，初
期
開 

妬
瑞
で
の
生
お
ゆ
、
.或
る
程
度
基
一
定
の
集
圓
と
共
に
行
動
す
る 

こ
と
を
能
儀
な
く
せ
.し
め
ら
れ
た
。

但
し
マ
植
思
地
ゆ
プ
リ
マ 

ス
植
民
地
と
異
な
り
、
.共
營
制
度(

こ
れ
は
プ
リ
マ
，
ス
植̂!̂地
^
於 

て
も
！
六
二
三
：

止
さ
れ
た
。〕

の
'如
き
は
こ
れ
を
採
用
す
る
こ 

と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
土
地
を
猶
得
し
た
人
は
如
何 

な
る
統
治
形
態
の
下
に
生
ホ
し
た
か
。

こ
れ
は
/マ
藉
會
社
の
機 

構
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
.か
と
い
ふ
こ
と
に
-外
'な
ら
な
-い 

が
、
マ
殺
<̂
?:
社
の
組
織
の
原
就
的
形
態
に
就
ぃ
て
は
據
る
|
^
資

三 

0 

0
0
0

〕

g

 
料
を
缺
く
。(

2
. Douglas, op, 

cit. 

14 〕

從
つ
て
マ
■
會
社 

森
の
特
許
狀
に
ょ
っ
て
此
の
間
の
事
情
を
知
る
外
は
な
い
の
で
あ
‘

.

マ
發
會
社
の
特
許
狀
は
、
旣
述
の
如
く
會
就
の
所
在
地
に
關
し 

て
明
確
に
規
定
し
て
な
か
つ
た
が
、(

こ
れ
は
勿
識
意
談
的
に
所
在
地 

を
股
ゆ
な
ら
し
め
た
の
で
は
な
く
、
英
本
國
に
存
布
す
る
こ
と
を1 =
默
の 

巾
に
旣
お
の
半
|
:と̂
じ
て
マ
；̂認
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。〕

そ
の
他
の
點 

.
に
關
し
てtr

ヴ
ァ
ジ
一
一
ャ
及
び
其
の
他
の
植
民
地
へ
の
特
許
狀
と 

大
差
な
い
も
の
で
あ
.っ
た
。

マ
植
民
地
の
統
治
權
は
公
ボ
の
中
か 

ら
選
任
せ
ら
れ
た
一
名
の
.總
藤
と
一
名
の
副
線

%

そ
れ
に 

十
A
名
の
參

.事

.に
ょ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
た
總
會(General 

C
o
u
r
t

 

o
r

 

A
s
s
e
m
b
l
y
)

に
あ
っ
た
。

總
會
は
總
督
恭
し
く
は
副 

總
督
と
參
事
六
名
の
'出
席
を
得
れ
ば
成
立
し
、
そ
の
決
譲
事
項
は 

全
植
民
地
を
拘
来
し
た
。(cf. Macdonald,

o
p
‘ 

dt. pp. 38—
42 〕 

こ
の
特
許
狀
に
示
さ
れ
た
條
項
の
中
幾
っ
か
ぱ
、
ゥ
ィ
ン
スU

プ 

，
が
マ
灣
含
社
の
總
裁
に
就
任
し
、
續
い
て
新
大
陸
/

の
移
住
が
決 

行
さ
れ
た
頃
に
は
、
.そ
の
內
容
に
大
き
な
變
化
が
じ
た
。
そ
の 

ニ
っ
ぱ
公
民
，の
資
格
に
就
い
て
で
あ
る
。
.
マ
激
會
就
が
營
利
目
的 

の
下
に
運
營
さ
れ
て
ゐ
.た
間
は
公
民
：̂

會
社
へ
の
投
資
者
で
あ
っ 

た
が
、
や
が
て
そ
れ
は
彼
等
が
相
T
;に
承
詰
せ
る
'特
定
の
敎
會
の， 

.
敎
會
員
へ
と
變
化
し
た
の
で
あ
る
。(

渡
照
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.

ゥ
バ
ン
ス
：！
プ
と
共
に{びP
に
マ
植
思
地
に
移
住
せ
る
會
社
の
役 

爲
般
び
に
公
民
の
數
は
、
，
前
激
が
懂
か
化
七
乃
至
八
名
'、
後
者
も 

,士
一
名
を
越
え
ざ
る
狀
熊
で
あ
っ
た
。(

高
木
.前
®
ベ
.
九
ニ 
J
九
.三 

.

5
こ
の
結
果
、

マ
植
民
地
に
於
け
る
政
治
は
、，
此
等
少
數
の 

人
々
と
®
侶
と
を
中
心
と
す
る
貴
族
政
治
若
し
く
は
寡
頭
政
治
を 

可
能
な
ら
し
め
、
そ
こ
に
は
民
主
的
な
零
圓
氣
な
ど
微
塵
も
取
せ 

ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
と
の
事
赞
は
、
ク
ィ
ン
ス
P
プ
或
は 

.
©侶John C

o
t
t
o
n

のS

{主
々
義
に
對
し
て
抱
け
る
£心
想
に
ょ 

っ
て
要
書
き
さ
れ
る
。
か
、X
る
政
治
形
態
が
、

般
移
往
民
の
期 

.待
を
甚
だ
し
く
裏
切
る
も
の
で
あ
.り
、
彼
等
が
不
滿
を
抱5

た
こ 

と
は
言ふ

；；；̂

も
な
レ
。
や
が
て
と
の
不
滿
は
、

マ
植
民
，地
參
事
含 

S

S

と
、
開
拓
地
の
發
展
形
態
た
る
各
夕
.ゥ
ン5

住
民
總
會 

'
 (

T
o
w
s
-
m
c
o
t
i
n
s

と
の
抗
爭
と
し
.て
表
現
さ
れ
て
來
る
の
で
.
 

あ
る
。
と
の
マ
植
民
地
に
於
け
る
雨
者
の
お
爭
は
、
課
税
問
題
を
.
 

奨
機
と
し
て
窓
起
さ
れ
た
。
從
っ
て
マ
植
民
她
の
財
政
的
發
展
は 

政
的
自
出
獲ij!

へ
の
■
爭
の
一
環
と
し
て
生
じ
た
、
，否
愿
々
.肋 

政
問
題
が
主
體
的
役
割
を
っ
て
兩
者
の
抗
爭
を
導5

た
と
一
言
ひ 

得
る
。
 

.
 

•
 

.
,

マ
®
食
社
の
組
織
に
關
す
る
原
初
形
態
が
不
明
で
あ
.る
以
上
、

そ
の
財
政
組
；̂
§
に
就
い
て
！̂
ぉ

る

由

も

な

い

。

唯
一
.
六
ニ

 

年
冗 

月
九
日
附
の
一
一
ュ
ー
•プ=> 

マ
ス
の
總
督w

v
s
r
a
d
f
o
r
d

わ

書

簡

.

-
ヨ
川
な
货
雑
誌
第
四
十
ニ
卷
お
七
•
八

跋

V
,

は
、.
そ

の

地

に

自

.由
税
ス
と
も
稱
す
可
き
課
税
形
賭
の
存
在
し 

て
ゐ
た
と
と
を
語
っ
て
ゐ
を
0 (

註
ニ〕

此§

課
税
形

態

は

、

所
！
^

■
Compact: Theorjr 

或
は Charch Covenant 
に
基
け
る
田
ぎ 

を
现
實Q

S

政
面
に
適
用
せ
ん
と
，
.；5さ

っ

の

試

で

.

っ
た
と
思 

は
れ
る
。
、
か\
る
思
想
乃
至
は
徵
税
方
法
が
、
，
マ
植
民
地
に
與
へ 

た
影
響
は
看
過
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
？
.何
故
な
ら
ず
一
六
ニ
九 

.
年
六
月
.

十
七

：！！

マ
植
民
地
に
在
任
中
の
役
人
か
ら
、
ィ
ギ
リ
ス
本 

國
に
在
る
マj

g

會
社
に
宛
て
て
、
•含
社
わ
.食
债
返
濟
の
方
法
と
し 

.

.て
、
各

擎

が

？

得

る

を

#
社
の
保
證
の
下
.に
S

し
之 

を
以
て
負
信
退
遺
の
資
に
充
て
ん
こ
と
を
進
言
し
て
ゐ
る
か
ら
で 

あ
る
。(cf. Douglas：: op. cit p..14 〕

と
れ
は
マ
截
會；H

が
抹 

主

(

公
民)

に
對
す
る
賦
課
權
を
缺
如
し
て
ゐ
た
こ
と
と
牌
ぜ
あ 

へ
た
時(S3

三)

明
にH

ュ
ー

•
プ
リ
マ
ス
の
課
税
形
態
よ
り
.ヒ
ン 

'

ド
を
得
て
之
を
模
傲
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
を
。
そ
，

に
、

一
六
三0

年
九
月
ア
メ
リ
カ
で
開
催
さ
れ
.た
第
三
同
の
マ
植
民
她 

參

事

會

がr

全
て
公
民
に
課
税
す
る

」

.旨
を
決
譲
せ
る
と
と
は
、 

前
述
の
如
く
會
社
自
身
課
税
能
力
を
有
せ
ざ
る
限
り
、
そ

の

資 

に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
運
營
さ
れ
て
力
る
々
植
民
地
に
對
し
て
は
斤 

白
な
霉
摩
行
爲
で
あ
っ
，た
。(

Q
f
,
.
D
I
!
a
s
:

 

op. 

dt, 

p. 

15
.〕 

ポ
し
乍
ら「

-oil

由
意
志
に
よ
る
驟
金」

か
らr

强
制
力
を
件
へ
る 

租
税」
.
.へ
の
意
圆
は
、
早
く
も
：
一
六
ニ
九
年
五
月
二
十

<
；

日

附

俞'

(

四
01

〕

[
I
II
I
I

I
:

I：

ア

メ

リ

ヵ

植

地

贴

政

の

C

社
よ
り
エ
.
ン
デ
ィ
コ
ッ
ト
宛
の
書
簡
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ 

る
。(

；̂
叫〕

か
く
て
前
記
の
決
諾
事
域
に
公
民
が
服
す
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、

そ
れ
は
合
法
的
な
も
ダ
と
な
り
、

一
虔
此
の
課
稅 

ゆ
が
マ
植
地
に
於
て
ま
認
ざ
れ
る
や
否
や
そ
れ
ぱ
旣
定
の
事
赞 

と
化
し
て
し
ま
っ
た
。

を
れ
故
マ
植
廣
地
の
.財
政
史
もW

し
く 

は
こ
の}

六
ニ
.

i
O

年
を
以
て
開
始
さ
れ
た
と
見
る
可
き
で
あ
ら 

ラ
0 
. 

/

.

.

.

,

.

こ
れ
よ
り
先
き
マ
植
民
地
に
あ
る
各
タ
クV

の
住
'民

達

：
^

、

旣 

に
故
圖
に
於
て
發
達
せ
る
地
方
自
治
の
經
験
に
基
き
、
何
等
の
指
、.
 

令
を
も
俟
た
す
住
民
總
會
を
開
催
し
、
.各
住
民
が
服
す
.可
き
規
則 

及
び
細
則
を
お
め
、
委

員(
s
e
l
e
c
t
m
e
n
,

 .
t
o
w
n
s
m
e
n
)

を
任
命 

し
て
こ
の
執
行
の
任
に
當
ら
し
め
た
。
.だ
が
依
然
と
し
て
票
決
描
.
 

は
公
段
に
の
み
制
限
さ
れ(.1

六
四 
一
¥
.迄〕

、
そ
の
後
此
の
檔
利
’ば 

'.掘
大
さ
れ
た
と
は
一
言
へ
、
植
民
地
全
般
に
關
係
す
る
公
共
の
問
題 

に
就
て
票
決
權
保
留
せ
ら
れ
て
ゐ
衣
。
か
と
る
制
服
に
も
拘 

.ら
す
此
の住

！：

總
會
は
、
各
ク
ク
ン
に
於
て
租
税
の
徵
收
、
敎
會. 

の
設
立
雜
持
、
學
校
の
建
設
等
に
.關
す
る
,
一
切
の
權
能
を
有
し
て 

ゐ
た
。
か
く
の
.如
き
狀
況
に
加
へ
て
、
前
述
せ
る

マ
！
：

含
社
.の
徵 

税
播
は
畢
资
公
民
以
外
に
擴
張
さ
る
可
き
何
等
，の
理
由
を
も
有
し
.
 

て
ゐ
な
か
つ
た
。
こ
こ
に
！
六
三
ニ
年
ウ
ォ
r
ク
ウ
.
ン
を
先
頭
と 

.し
た
課
ま
橫
へ
の
反
對
が
叫
ば
れ(

註
五)

> 
遂
に
一
六
三
四
年
以

三
ニ 

(
s
o

 ニ
'}

降
，各
ク
^
ン̂
は
ボ
ス
ト
ン
，に
於
て
開
催
さ
れ
る
公
民
總
會
に
、
課 

税
問
題
の
協
韻
の
爲
め
ニ
名
の
代
表
者
を
送
る
こ
と
を
承
認
せ
し' 

め
た
の
で
あ
.つ
た
。(

高
木
•前
描
数1

ニ
丁 
一
 

！
三
M
、
藤
原
•
前 

i

.11

七
0

5
此
の
結
果
、
マ
植
民
地
に
於
け
る
課
税
主
體
が 

一
應
明
確
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

.

.

，

.

极
て
マ
植
民
地
に
於
け
る
組
税t

r

大
別
し
直
接
税
と
間
接 

税
と
に
分
類
す
る
こ
と
が£

：

来
る
。
前
者
に
は
財
産
税(proper-, 

ty 

T
a
x
)

人
頭
税
.

(pou T
a
x
)

能
力
税(Faculities T

a
x
；> 

が
含
ま
れ
、
後
者
に
は
關
税(InI}osts)

內
國
消
費
税(Excies) 

.が
含
ま
れ
る
。
.こ
の
中
で
財
産
税
マ
植
民
地
に
於
け
る
租
税
の 

大
宗
で
あ
っ
た
。
‘こ
の
こ
と
は
、.Ne

w

 N
e
t
b
e
r
l
s
d

の
謝
植 

民
地
が
收
入
の
唯
ユ
.の
源
泉
を
關
税
乃
至
內
國
消
費
税
を
以
て 

成
し
て
ゐ
た
事
賞
と
對
跡
的
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
農
^
^
を
以
て
生 

業
と
な
し
、
植
民
者
達
の
階
級
分
化
が
著
し
く
な
か
っ
た
初
期
の 

マ
植
民
地
に
於
て
は
、
こ
れ
は
最
も
當
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
‘

:

史
に
當
時
ィ
ギ
リ
ス
本
國
に
於
て
此
，の
種
の
税
が
十
分
ー
税
乃
•ホー 

は
十
五
分
一
税
の
形
を
と
っ
て
施
行
せ
，ら
れ
て
ゐ
た
が
故
に
、
之 

に
做
っ
た
.の
は
當.然
で
あ
っ
た
。(

o
f
.

D
e
w
e
y
;

 op. cit. p..10.) 

他
の
種
の
直
接
税
は
、
何
れ
も
此
の
財
産
税
の
補
完
税
と
し
て
課 

さ
れ
★
も
の
で
あ
る
。
從
ウ
，て
税
率
、
徵
敬
方
法
等
何
れ
も
財
産 

税
に
準
じ
て
施
行
さ
れ
た
。
そ
こ
で
い
ま
財
産
税
に
就
い
て
そ
の

I

i

I
. 

ヒ.：

ン
>
.
.
,
‘
.
.
’
.
.
.
.

ゴ
.
-
-
-
.
,
-
.
:
|

ゾ
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、ゾ.マ>

J
l
j
i
i

-

-

-
-

-
-
-
-
--
M
i
n
a
.
!
~
1
.
r
=
-
1
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1

,

’1,-,:

シ
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を
を
-
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走
在
/
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.
-

y
-
-
-
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.
'
r
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四

(

四O
S
D

(

註
三)

.
こ
れ
に
就
'きD

o
u
g
l
a
s

は
、
マ
；|
^
社̂
が
一
、
五
0
0
砍 

:

の
ね
债
.を
☆
つ
た
翌
ギ
更
ニ
.一、
O
0
O
镑
以
上
の
惜
、财
に
ぜ
し
み 

.

t

r
此
.の
返
済
資
金
の
掠
出
に
當
つ
て
株
主
ょ
"
徵
收
す
る
と
い 

.
ふ
案
が
何
等
行
は
れ
な
か
ウ
た
事
货
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。(

o
f
, 

,.An
d
r
e
w
s
,

 .op. cit. p, 

藤
原

•前
报
書
二
：
六
九
I
ニ 
七
0
K 

參
照〕

：

-

.

V 

;

,

.

(

註
四〕

こ
の
手
紙
，

(

指
令
：}
の
め
容
はr

マ
植
民
地
へ
の
移
.

2:̂

は1 

'

般
株
に
對
ナ
る
拂
込
を
必
要
と
せ
ず
土
地
を
得
る
孩
が
出
来
る
。
然 

し
卞
ら
か
、
る
方
法
で
土
地
財ii

を
取
得
じ
た
人
み
は
、
報
担
お 

さ
れ
た
日
数
だ
け
の
努
働
を
泰
仕
稅(service t

a
x
)

と
し
て
要
求 

.
さ
れ
る」

こ
と
を
示
し
て
ゐ
るo(cf. Dpuglas, op. 

cif p
.
15)

...

(

能五
：}

供

の

紛

爭

は

1

六

三J

年
‘.マ
植
民
地
‘
の
參
事
會
が
ヶ
ム
プ
リ 

.ッ
デ
築
城
の
绍
め
に
六
十
時
の
秘
.
を
課
し
た
こ
と
に
端
を
錢
し
た 

'
‘も
の
で
.あK5 0 (

市
村
捉
市
ぜ
ピ
ュ
：リ
タ
ン
'植
民
史
の
W
究
、
昭
和

f
r
B
H
f
l
i
l
s
g
M
i
s
i
i
l
i
i
i

.

ア
メ
リ
ヵ
；g

K
地
时
政
の
一
助

る
可
き
運
命
に
あ
っ
た
。
唯
初
期
の
マ
植
民
地
財
政
制
度
は
一
六 

三
四
：̂
の
條
例
に
徵
し
て
も
明
か
な
如
く
、
獨
り
財
産
税
の
み
な 

ら
す
全
て
の
机
税
體
係
が
明
確
且
っ
'組
織
的
で
は
な
か
っ
た
の
で 

あ
る
が
、

支
拂
能
力
に
應
じ
て
課
税
す
.る
と
い
ふ
基
本
的
凰
念 

は
、
此
|
^
|
^
税
制
を
一
貫
し’て
規
制
す
が
も
の
'
あ̂
つ
た
と
.い
は
ね 

ぱ
な
ら
な
い
。
 

' 

.

財
ぼ
役
の
變
遷
に
移
る
前
に
、
 

を

.ー
督
し
よ
う
。

マ
植
民
地
.の
經
験
せ
る
謝
變
化

(

註

ご

一

六
三
.
0

(

±
み一

间
の
移
：̂
民
建
の
設
立
し
た
開
拓
；

r

ル
は
、
 

. 

 ̂

•

Charleston, 

Medford, 

R
o
x
b
u
r
y
,

 

W
a
t
e
r
t
o
w
n
,

 

Dorches- 

ter, 

N
o
w
t
o
w
n

の
六
倘
で
あ
る
が
、
此
综
開
拓
地
'
 (

タ
ゥ
ン〕 

の
数
は
、

一
六
三
ー
ギ
に
は 

W
e
y
m
o
u
t
h
,

 Natascot 

(
n
u
l
l
〕
， 

S
a
l
e
m

 (
M
a
s
s
)
B
o
s
t
o
n
,

 s
a
-
u
g
u
w
(
L
y
l
l
n
v

 

を
加
へ
オ j 
倘
と

•な
り
、H

ハには二十

一

偶
、
更に

T

六

四

七

ギ

に

：！

^
三
.十

.

.
3個
と

？ゆ
咐
し
た
。

(

o
f
, An

d
r
e
w
s
,

 op, 

cit, 

p. 

50
0
.

蓝
原
.

前
お
'
ニ
五
ん
I
ニ
五
九
.
A

) 

,
 

i 

■ 

•
.

(

能
ニ) 

Qド Douglas, op, 

cit, 

p
.
14. 

'

と
れ—

.ン
• 

i
 

,

.
桃
額
をs

己
に
於
い
て
評
愤
し
酣H

じ
た
も
ひ
で
あ
る
。
.そ
の
秘
額 

'
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
が
、
果
し
て
何
平
の
，数
字
で
.あ
る
か
、
更
に 

使
^̂ル.の
詳
細
等
に
閱
し
て
は
如
る
こ
と
が
出
來
な
い
。

プ
ゎ
ン
テ
'
^
シ
遂
ン

*

に
從
へ
ぱV

oluntary 

t
a
x

と
は
各
開
拓
地
乃
}
個
人
が

概
略
を
述
べ
よ
ぅ
。
 

:

財
’M税
は
最
初
は
一
時
的
嬰
求
に
よ0

て
徵
牧
さ
れ
た
の
で
あ

'る
‘が
、
や
が>

M

六
©
六
月
の
法
令
に
よ
り
恒
久
的
粗
税

.
へ
と
轉
化
し
た
。
財
産
税
は
こ
の
年(

1

六
四
カ
ギ〕

以
前
に
は
、

ニ
縫
の
慎
値
を
有
す
る
財
货
を
標
準
と
し
、
か
i
る
肋
貸
の
所
有

.者
に
對
レ
一
德
毎
に一

片
の
割
合
を
以
て
賦
課
す
る
の
が
普
通
で

あ
っ
た
D
こ
の
課
税
は
總
舍
議
に
*よ
.っ
て
各
夕
.ウ
ン
每
に
決
定
さ

.
れ
、
各
ク
ウ
ン
を
通
じ
て
夫
々
の
納
税
者
に
通
知
さ
れ
た
。
又
こ

の
徵
收
さ
れ
.た
税
金
の
分
配
は
、
參
事
の
承
認
を
得
た
割
合
で
總

會
自
身
の
乎
に
よ
つ
て
各
ク
ウ
ン
に
配
分
さ
れ
、
夫
々
'の
ク
ウ
ン

.

.の
經
毁
に
常
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
.此
の
樣
なT

殺
や
か
に
結

ば
れ
だ
財
政
機
構」

は
、
植
臾
地
の
規
模
が
小
さ
く
、
參
事
達
が

植
地
全
の
事
情
に
通
腾
し
て
ゐ
る
場
合
に
は

、
' 配
分
に
は
何

等
の
®
難も生ぜす、同時，

その課税客體が少數の公民

ン
に
眼11̂

さ
れ
、
彼
等
の
財
貸
も
亦
土
地
.
*家
屋
•
家
畜
等
の
如
く

.i

見
し
て
何
人
に
も
評
惯
レ
得
る
も
の
で
，あ
る
限
り
、
課
税
を
平

if

に
せ
ん
と
す
る
意
圆
を
十
分
に§：;

現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
。

課
^
を̂
8
|は
、
公
民
數
と
費
用
と
が
£

せ
ざ
る
爲
め
、

'
聽
會
かr

十
六
歳
以
上
の
男
子
は
敎
會
員
で
あ
る
と
否
と
に
拘
ら

す
、.
一
般
の
課
税
額
を
支
拂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
：、
と
れ
が
若
し
自
主

.
的
に
行
は
れ
なS

楊
合
は
强
制
的
に
執
行
すJ

こ
と
を
明
に
す 

/ 

* 

*

nis

を
☆
織
誌.4

ル
四
す
，
ニ
，
卷

第

七

• 

A號.

ぷ
迄
は
、
公
民
に
の
み
限
定
さ
れ
て
ゐ
た 
1。
課
税
原
則
は
、
ニ
六 

三
、
年
五
月
總
會
が
.

「

全
て
の
税
及
び
.公
課
は
各
個
人
の
財
産
に 

基
い
て
賦
課
さ
.る
可
く
、
そ
の
人
數
の
多
寡
に
よ
り
決
定
さ
る
可
'
 

き
で
な
い」

旨
を
聲
明
す
る
に
及
ん
で
確
定
し
た
0 (Charles, 

J. 

B
u
l
l
o
c
k
; Historical Sketch of the Financial Policy of M

a
s
-

 

sachusetts f
r
o
m

 17s 。
to 1905, 

A
m
e
r
i
c
a
n

 

E
c
o
n
o
m
i
c

 

A
s
s
o
-

.
 

ciation. 

N
.

 Y
.

 M
a
y
.

 

1907,,p. 2
)
.

と
の

聲
明
は
、
人
頭
税
と
の 

重
複
を
鑑
け
そ
の
相
逮
を
明
確
に
せ
ん
と
す
る
意
圆
よ
り
出
た
も 

の
‘で
あ
ウ
'た
ら
ぅ
。
財
淹
税
徵
收
の
除
外
例
も
存
し
た
。
前
述
の 

如
く
曹
く
ひ
間
は
非
敎
會
員(

非
公
民
：}
が
之
に
該
常
し
、
更
に
老 

.人
•
.病
弱
者
•
功
勞
者
等
、
委
員
達
が
擔
税
能
カ
を
^
^
せ
ざ
る
か 

若
し
く
は
納
税
の
必
要
な
し
と
認
定
し
た
人
々
も
除
外
さ
れ
た
。 

此
の
如
き
個
人
的
除
外
例
の
外
に
、
ク
ウ
ン
全
般
に
對
す
る
除
外 

例
も
存
し
た
。
そ
れ
新
に
夕
ウ
ン
を
建
設
し
た
場
合
、
當
該
ク 

力
ン
は
最
初
か
數
年
間
租
税
の一

部
截
し
く
は
全
部
が
免
除
さ
れ 

た
の
で
あ
る
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
、よ
つ
て
掠
變
さ
れ
た
ク
ウ
ン
も 

亦
之
に
準
じ
た
。
然
る
に
か
V

る
除
外
例
の
し
た
殺
多
の
紛
爭 

は
、
マ
植
民
地
財
政
制
度
を
混
亂
せ
し
め
る
一
要
因
と
な
•つ
て
行 

ベ
の
で
あ
る
。

-
か
く
の
如
く
甚
だ
簡
單
な
財
産
税
の
組
綴
も
、
/
や
が
て
マ
植
民 

地
の
産
業
が
造
步
し
、
人
口
が
増
加
す
る
と
共
に
、
當
然
改
變
さ

-
/
. 

三

三

(

s
o
.三)



八
？

 

i

s

 

,
 

,
-
v 

.

:

、

四

.

.

. 

；
.

-
 

.
 

.

嘗
て
は
を
活
資
料
の

.生
産
の
み
主
力
を
注
い
で
ゐ
た
マ
：

J
s
l

民
他 

.
の
人
々
も
、
や

が

て

一

應

の

生

の

安

定

が

得

ら

れ

る

や

う

.に
な 

.る
と
、
急
速
に
生

>
1
^
領

域

を

擴

大

し

て

行

っ

た

。

毛

，皮

質

も

漁
 

.
業

も

裂

村
•

造

船
も
又
其
の
他
の
工
業
も
、
.マ
植
民
地
に
於
て
早 

.
く

よ

り

着
乎
さ
れ
て
ゐ
た
だ
け
に
、

と
れ
に
參
劍
す
る
者
が
槽
加 

す
る
や
急
速
に
仲
張
し
て
行
っ
た
。

一
例
を
造
船
に
と
っ
て

見

よ

 

う
。

E

十
く
A 

j

六

三

一

ザ

に

は

M
a

l
d

e
n

に
於
て
ク
ィ
ン
ス
口

.プ
のs

e
s
s
i
%

 

o
f
 the 

w
a
y
kが糖
造
さ
れ 
> 
四
一
年
に
は 

&
c
b
a
r
d

 Hollingswoitb
が
セ
ー
レ
ム
に
造
船
所
を
起
し
、
四 

.、
五
ハ
す
に
は
大
洋
を
航
行
し
得
る

gl
百
嘲
の【s

e
a
f
o
r
t

號
が
建
趙' 

さ
れ
て
ゐ
る
。
趙
船
は
こ
れ
に
必
：要
な
帆
亦
、
錯
、
塗
料
等
の
生 

★k;

を
背
景
と
し
て
，成
ホ
し
、
货

：：：§

や

漁

業

等

を

促

^

せ

し

め

る

意
 

味
に
於
て
特
に注

！！！

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
れ
と

共
に
一
卞
五
ニ 

ギ
以
前
に
旣
S

っ
か
の
波
-
場

温

人

でS

共
同

5

ら
れ 

て
ゐ
た
。
商
店
も
所
々
に
势
わ
現
し
て
來
た
。
最
初
は
自
己
の
家
.
 

で
商
ジ
て
，ゐ
た
商
人
も
や
.が
て
附
恩
家
屋
で
營
業
す
る
や
う
に
な 

り
、
遂
に
は
ポ
ス
ト
ン
に
於
け
るJoshua p̂

oote

ポs
h
§

の 

お
く
、
ク
ゥ
ン
に
よ
つ
て
公
認
さ
れ
、
賣
賀
を
目
的
.と
し
て
建
て 

ら
れ
•た
踏
物
の
中
で
行
は
れ
る
に
至
ウ
あ
。
そ
の
店
舗
は
い
は

.

雜
誌
第

M
十
1
S银
七
•
八
號
.
 

.

萬
屋
的
の
も
の
で
あ
る
更
にj

六
三
九
年
に
は
印
刷
所
が
開
設 

さ

れ

t
o七
年
.に
は
ポ
ス
ト
ン
でIlezekiah 

U
s
h
e
r

が
資
ぉ 

を

て

ゐ

..る
。
他
方
四Q

年
に
は-

D
o
r
c
h
e
s
t
e
r

でtfdemili 

.
が
採
用
さ
れ
る
等
、

マ
植
民
地
の
：經
濟
的
蘇
き
は
著
し
か
つ
.

^
0

 

然

し

乍

ら

.
か
X
る
諸
産

業(

特
に
製
造H

業)

.

.の
發
展
を
前
に
し 

て
、
マ
植
民
地
に
於
け
'る
農
業
は
、
.尙
依
然
と
し
て
主
要
産
業
た 

る
奮
來
の
位
置
を
譲
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。(

o
f
, An

d
r
e
w
s
;

 

op. cit pp. 5
1
T
5
1
9
.

 C
f
, W

e
e
d
e
n

 ; op. cit pp* Ie8ll76. 2
5
2
1

 

碧
 

etc. 

p L. w
e
e
r
;

 T
h
e

 origins of the British Colonial 

當

tem. 

§
T
1

§
. 

N
.

 

Y
.
190s. pp. 2G7I2

だ
，
ボ
ガ
：
ト
•細

s

男

譯

•
ァ
メ

リ
ヵ
I

史
.

昭

和

、
十

>
、

年

二

八

丄

ニ

l
<

i

照

〕

 

此

等

產

業

の

進

展

と

共

H

マ
植
民
は
幾
つ
か

^

內
亂
に

g

ま

さ

.
 

れ
だ
。
！
六
ニ
ニ
 
T

三
七

ギ

わ

ぺ

コ

r
ト

族

と

の

戰

、

七

五
I

七

六

 

々

の

所

謂

フ

ィ

リ
ッ
プ
戰
带
或
は

‘フ

ラ

ン

ス

と

の

爭

鬪

等

(

詳

し
 

ネ

ボ

祀

! 

ニ

0

1

!

三

！ 

o

f

,
 

W
U
I
l
o
c
k

: 

o
p
.

 

c
i
t
.

 

T>p.' 

3
-
4
.
)
.

を

經

驗

せ

ね

ば
な

ら

な

か

つ

た

。

更

に

本

國

に

於

け

る

政 

懷

の

變

に

伴

ふ

植

S

政

策

Q
g

g

に
對
應
す

る

必

要

，
^

あ

つ 

た
。

本
國
に
於
け
る
植
民
地
管
理
機
構
も
此
の
間
三
度

改

組

さ

れ
 

た

,

一
广
四
三
年

ク

ロ

ム

ゥ

H

ル

ザ

設

置

し

た

w
o
a
r
d

 

0
^c

o
m
-

m
l

o
n

e
a

 

f
o
r

 

p
l
a
p
t
a
t
l
.
c
m

 

:
^
、

六

O

年
に
 

T
h
e

 

C
o
u
n
c
i
l

 

f
o
r
.

 

t
h
e
.
p
l
a
n
.
t
a
t
i
.
o
n

と
改
稱
さ
れ
、
♦
填

い

て

七

！̂
年

に

T
h
e

三
五
：

(

四
0
五
：

>

.ア
メ
リ
ヵ
被
K
地
贴
政
の
ー
⑩

.

.

,

 

woard of the T
r
a
d
e

と
な
つ
た
。
こ
れ
と
平
行
し
て
一
六
五 

ぃ1

ギ
の
航
海
條
例
を
®
頭
に
、
航
海
•
货
あ
の
統
制
に
關
す
る
僻 

例
が
矢
織
や
に
錢
令
さ
れ
た
。
此
等
本
國
の
统
制
.の
激
く
が
マ 

植
民
地
の
産
業
に
と
っ
て
有
密
で
あ
っ
.た
わ
け
で
は
な
い
。
然
し 

か
な
り
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
否
む
べ
く
も
な
い
。
* 

.
 

■

 

人
n
の
增
加
も
著
し
か
っ
た
。
然
し
移
せ
民
の
流
入
は
四0

年 

代
に
.終
止
符
が
打
た
れ
、
以
後
自
然
增
加
に
ょ
っ
た
も
の
あ 

が
-
叫0

ギ
代
に
'移
住
民
の
流
入
が
杜
絶
ぇ
た
と
と
は
、
三
五
年 

.の
英
劇
'王
の
マ
植
臾
地
に
對
す
る
攻
勢
と
相
侯
っ
て
、
本
鬪
と
の 

關
係
を
疏
略
に
し
て
行
く
結
嚴
と
な
っ
た
。
か
.
\
る
謝
情
勢
ル
變 

化
の
ホ
で
マ
.植
足
地
の
財
政
制
度
は
如
何
に
適
應
し
て
行
っ
た
で 

あ

ら

ら

か

。

• 

'

五
.

.
一
六
三0

ギ
九
月
マ
植
民
地
に
於
け
る
最
就
の
課
税
法
案
が
通 

過
し
て
か
ら
、
三
四
年
五
月
に
：

Id

旣
逾
の
如
ぐ
一
般
的
課
税
原
則 

が
公
布
さ
れ
た
が
、
越
ぇ
て
三
六
年
五
月
.總
會
は
此
の
原
則
を
再 

確
認
し
た
。
更
に
總
會
は
同
月$?

大

す
る
マ
.植
民
地
の
人
口
と
富 

と
に
和
應
し
て
課
貌
腻
则
の
適
正
化
を
計
る
べ
く
.、
各
夕
ゥ
ン
の 

公
民
中
ょ
り
.

f ：

三
名
の
‘委
員
を
任
命
し
た
。.
.彼
等
委
員
に
は
、
課 

税
仰
超
に
就
さ
各
タ
ゥ
ン
の
課
税
額
の
最
終
決
定
を
命
す
る
構
利 

が
與
へ
ら
れ
た
。
勿
論
此
の
決
定
に
當
つ
て
は
、.
彼
等
の
豐
富
な

.

.

三
六 

S

2

0

知
識
と
正
確
な
る
判
斷
に
ょ
り
、
各
ク
ゥ
ン
の
眞
正
な
る
慣
値
を 

認
走
し
、

平
等
に
課
税
す
る
こ
と
が
：要
求
せ
ら
れ
た
。

彼
等
は 

r

法
令
に
定
め
ら
れ
た
時
期」

に
ポ
ス
ト
‘ン
に
會
合
し
、
そ
の
配 

分
に
っ
い
.て
協
議
し
た
。
此
の
日
時
は
四
六
年
迄
の
諸
税
法
の
設
.
 

定
日
を
檢
討
す
る
と
、
，
-
S
.
V
A.九
の
三
月
が
選
ば
れ
て
ゐ
た
や 

ぅ
.に
思
は
れ
る
。
特
許
狀
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
總
會
開
催
の
期
日
に 

ぉ
じ
た
の
で
あ
ら
ぅ
か
。(cf. 

Macdonald: op. cit. p. 40,)
と

も
あ
れ
彼
等
は
四0

年
五
月
.新
た
に
常
任
配
分
委
員
が
任
命
さ
れ 

.る
迄
、
そ
の
任
務
を
赠
績
レ
た
。
三
九
年
六
月
總
會
は
、
マ
植
民 

地
の
人
々
が
所
有
す
る
在
英
資
商
を
も
そ
の
課
税
對
象
の
中
に
編 

み
入
れ
る
こ
と
を
ル
ム
布
し
た
が
、
此
の
法
令
は
©J

ギ
に
は
撤
囘 

さ
れ
た
。
.
 

' 

.

•然
し
乍
ら
財
政
機
構
を
盤
へ
ん
と
す
る
此
等
の
試
み
も
、

イ
ン 

デ

ィ

ア

ン

(
v
.
n

1

ト
族〕

厳

爭

等

に

狀

る

綴

費

の

増

大

を

1

 

し
、
.且
っ
刻
々
發
展
す
る
マ
植
民
地
の
課
税
を
平
等
な
ら
し
め
ん 

と
す
る
に
は
マ
從
來
の
機
構
を
以
て
し
て
は
不
適
當

と
な
つ
.た
Q 

具
體
的
に
述
ぶ
れ
ば
、
.單
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戰
爭
中
に
從
來
ひ
税 

率

を
ニ
1
1
四

倍
に
増
加
せ
レ
め
る
如
き
姑
媳
な

手
段
を
以
て
す
る 

だ

け

で

；
^
.
、

4
^

の

要

求

、
を
滿

し

得

な

く

な

っ

た

の

で

あ
る
。
財

® 

祝
を
中
心
と
す
る
直

接

税

が

や
-
.

明
瞭
な
形
を
取
え
に
至
っ
た
の 

は

實

に

一

六

四

六

年

に

至

っ

て

'で
あ

っ

た

.
。

從

っ

て

此

，の

年

ま



.
で
、
マ
植
民
地
の
租
桃
制
族
は
文
字
通
り.r

緩
が
に
結
ば
れ
て
ゐ 

た」

と
稱
す
と
と
が5Z

來
る
。
能
力
税
が
©
六
年
に
-至
り
設
定 

.さ
れ
た
忙
.反
し
、
人
頭
税
は
そ
れ
以
前
卽
ち
財
産
税
と
同
じ
頃
か 

ら
施
行
さ
れ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。

そ
の
課
税
キ
；̂體
、
課
税
客 

體
、
免
税
者
等
に
關
し
て
は
財
産
税
と
變
る
と
こ
ろ
は
な
い
ス
人 

ig

税
は
、
課
税
の
基
準
と
し
て
、
財
産
税
が
一
定
の
財
貨
を
採
用 

し
た
に
反
し
、
植
民
地
に
於
け
る
成
ザ
男
子(

t

六
ま
以
上〕

を
一 

^
の̂
债
値
あ
る
も
の
と
任
意
に
評
偵
しa

人
一
綠〕

、
.
財
産
税
と 

.同
一
率
を
以
て
課
税
し
た
。
從
っ
て
そ
の
税
率
は
四
六
ギ
迄
各
人 

每
に
一
片
セ
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
人
頭
税
に
對
す
る
課
税
原
.
 

.則
も
亦
、
財
産
税
の
そ
れ
と
異
る
と
こ
ろ
は
な
.い
。
强
い
て
附
加 

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
と
も
翔
と
し
て
、
人
頭
税
は
階
級
的 

拘
来
を
打
破
せ
.ん
と
す
る
民
主
的
意
圓
の
下
に
企
戲
さ
れ
た
と
考 

へ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
：

S
。

財
産
税
粒
に
人
頭
税
の
直
接
の
徵
收 

の
.任
に
っ
た
の
は
、
當
初
ょ
り
傲
安
官
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
彼 

が
拘5̂

シ
徵
發
或
は
家
屋
に
立
入
る
特
權
を
有
し
て
ゐ
た
が
故
に 

依S

さ
れ
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
徵
收
に
關
す
る
强
制
執
行
等 

，の
事
か
ら
し
て
.も
推
測
出
來
.る
の
で
あ
る
が
、
前
記
の
一
六
三 

0
/

ル
の
課
税
法
案
に
は
、
徵
收
者
に
關
し
て
明
確
な
規
定
は
.な 

s
o
と
の
や
う
に
一
種
の
強
制
力
を
有
す
る
保
安
官
が
そQ

任
に 

當
'っ
.た
に
も
拘
ら
す
、
租
税
の
徵
敬
は
甚
だ
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
，
 

i;i

川SS-

せ
雑
誌
祐
四
十
二
卷
あ
七
•
八
號

れ
は
支
桃
期
日
の
不
確
定
と
未
納
者
へ
.の
强
制
力
が
倚
不
足
-3

て 

ゐ
，iぶ
結
梁
に
外
九
ら
な
い
。(

時
と
レ
て
■̂
、

支

拂

期
：！！

の

決

お 

は
'、
.次
の
總
含
迄
持
越
さ
れ
未
定
の
ま
、
放
置
さ
れ
た
こ
と
さ
.へ
、
 

あ
.つ
た
。)

一
六
：四
.

m

年
に
發
せ
ら
れ
.た
法
案
に
潜
納
衆
の
記
事
が 

存
す
る
こ
.と
は
、
.奈
邊
の
事
情
を
.物
語
る
も
の
で
あ
ら
.ぅ
0-
此
の 

間
徵
牧
せ
ら
れ
た
税
額
の
具
體
的
數
字
と
し
て
は
、

.一
六
四04f- 

に
總
額(

財
'産
税
、
人
頭
税
を
含
む
？)

.
 
一
、
ニ0

0

縫
の
徵
收 

.が
認
許
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
を
知
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
.，

,
一
六
四
五
年
に
至
り
租
税
制
度
が
圓
滑
さ
を
缺
い
て
ゐ
る
の
は 

—̂

こ
れ
は
恐
ら
く
徵
税
が
計
濟
通
り
{賞
行
さ
れ
t
か
つ
た
こ
と 

，を
意
味
レ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
ぅ
|

保
安
官
に
缺
陷
が
あ
る
と
^̂
''

 

へ
ら
れ
、

同
年
十
一
月
總
會
ゆ
、

現
任
の
保
安
官
は
1勿
論
、

將 

來
保
安
官
と
し
て
徵
税
の
任
に
當
る
も
の
は
、
每
年
五
月
一
日
に

レ

ず
ヤラ

會
計
官
と
共
に
計
算
書
を
清
算
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
の
載
務 

を
怠
つ
た
時
に
は
五
縫
の
罰
金
を
課
す
る
と
い
ふ
厳
格
さ
で
あ
ウ 

た
。
適
々
⑩
六
年
十
月
總
き
は
代
表
者
本
画
に
送
る
必
躲
に
迫 

ま
ら
れ
て
、.
そ
れ
に
必
要
な
費
用
を
支
出
せ
ん
と
し
た
が
、
會 

託
官
よ
ゎ
八
ム
庫
‘は
空
で
あ
る
と
ふ
報
散
を
聞
き
、
保
安
官
、
 

.裁
刹
所
執
行
官
、
會
計
檢
杳
官
、
會
計
官
は
何
れ
も
そ
の
，責
を
，資 

ふ
可
き
な
あ
る
と
な
し
、
か
X
る
事
態
を
招
サ
る
原
因
を
究
明
し

夫
々
.の
.賈
任
者
の
過
‘：11̂
^
を
罰
す
る
鼠
め
に
、
三
人
の
委
員
t
任
命

^
 

 ̂

.
 

.

.
ニ1

七
、
：(

四
。
七〕

/ホ
パ，ベ*i

H

H

I

i

i

i

l

i

l

n

H

i

l

H

i

y

i

i

i

ア
メ
リ
ヵ
植
民
地
助
政
の 

し
た
。
こ
れ
は
マ
植
民
地
に
と
つ
て
'一
剣
も
’忽
に
す
る
こ
と
.の
出’
 

來
な5

事
件
で
あ
っ
た
。
唯
で
さ
.へ
從
艰
の
租
税
制
度
改
革
の
必
•
 

嬰
を
痛
感
せ
る
人
及
.は
、
.か
、
る
事
態
に
直
面
レ
て
其
の
.感
を
新 

に
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
.こ
で
翌
十I

月
に
は
、
早
く
も
從
來
の
/ 

缺
點
を「

補
ひ
全
祖
税
體
系
を
よ
り
科
學
的
基
礎
の
上
に
置
か
ん
と 

す
る
法
案
が
通
過
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
植
民
地
の
財
政
は
明
か
に 

r

步
前
進
し
た
の
.で
あ
る
。

,

:

,

*

"

こ
の
法
梁
に
依
れ
ば
、
課
税
方
法
：

g

に
課
税
對
象
は
著
し
く
變 

化
し
た
、
卽
ち
課
税
方
法
と
し
て
は
各
ク
ゥ
ン
の
住21̂

中
よ
り
公 

民
に
よ
っ
て
一
名
が
選
出
さ
れ
、
彼
は
各
ク
ク
ン
の
男
子
の
中
か 

ら
選
ぱ
れ
た
適
當
な
人
數
の
|
^賈̂
達
と
共
忙
.、
法
令
に
よ
っ
て
課 

税
さ
る
可
き
も
の
の
厭
値
を
認
定
す
る
ひ
か
-
^
る
慣
值
決
定
は
此 

の
人
ク
に
よ
っ
て
各
ク
ゥ
ン：1 

母に
行
ひ
、
適
宜
に
會
合
し
そ
.の 

認
定
の
適
！̂
な
り
や
否
や
を
檢
討
す
か
。
.更
に
此
等
の
人
々
に
依 

つ
て
決
定
さ
れ
た
.課
税
額
は
會
評
官
に
送
付
さ
れ
、
合
計
官
は
そ 

.の
徵
收
に
關
す
る
委
任
狀
を
退
送
す
、る
。
，
ぐ
の
他.方、從
來
か 

く
暖
昧
で
あ
っ
た
課
税
對
象
：̂
、
明
確
に
規
定
さ
'れ
た
。
.
そ
れ
に 

，
よ
れ
ば
、
租
税
は
全
吹
る
種
類
の
家
屋

•

家
畜
‘
• 土
地
を
始
め
商 

品

•
水5̂1; 

•船
艇

.
帆
布

•
"起
重
機
.
波
止
場
に
課
さ
れ
、，
そ
の 

他
明
白
に
財
産
と
認
め
ら
れ
た
も
の
は
、
'
 
動
産
.
.
不
動
産
を
問
は 

す
何
人
が
所
有
し
保
資
す
る
と
に
拘
ら
す
又
何
處
に
存
在
し
よ
う

三

へ

(

W
0八：}

.

と
も
、
各
タ
ゥ
ン
の
課
税
か
ら
逃
れ
る
こ
'
と
は
出
來
な
い
と
規
定 

し
た
の
で
あ
っ
た
。
夫
々
に
關
す
る
個
々
の
税
率
は
、
雜
数
を
船 

ふ
に
必
要
な
、
成
は
そ
れ
に
近
い
税
額
が
計
算
さ
れ
、
そ
れ
が
各 

課
税
對
象
,に
配
分
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
經
费
と
課
税
對
象 

と
に
關
す
る
相
當
確
,
な
資
料
を
有
し
て
ゐ
た
爲
め
で
あ
つ
た
ら 

ぅ
。
.此
の
法
案
に
ょ
っ
.て
人
頭
税
は一

一
十
片
.に
決
定
さ
れ
た
。
こ
'
 

れ
は
各
人
を
一
一
十
縫
と
計
算
し
た
か
あ
で
あ
る
。
.財
産
税
.
人
頭 

税
と
共
に
.、
.能
力
税
が
設
定
さ
れ
た
。
能
力
税
は
、
そ
の
機
能
に 

於
て
は
所
得
税
とP

,

て
の
性
格
を
有
し
た
の
で
あ
っ
て
、
人
頭
税 

が
財
産
税
の
補
完
税
と
し
て
設
け
ら
れ
た
.如
く
、
.人
頭
税
の
補
完 

税
と
し
て
終
始
し
た
。r

日
の
収
，得
割
合
が
十
八
片
を
起
過
す
る 

仕
事
に
従
事
す
，る
勞
働
者
、
職
人
、
手

H

業
者
は
、n

o

片
の
人 

頭
税
の
外
に
每
ギ
公
庸
に
三
志
四
片
を
納
付
す
ぺ
き
こ
と
を
規
定 

し
た
。

能
力
，税
’の
課
税
、
徵
牧
方
法
及
び
納
入
，(

除
外
例)

等 

ぱ
、.財
商
税
、の
.そ
れ
等
を
踏
襲
し
た
。
.尙
此
'の
法
案
に
ょ
っ
て
免 

税
者
が
追
加
さ
れ
た
。
そ
れ
ぱ
行
政
官
で
あ
る
。
.以
上
の
如
き
課 

役
機
構
は
、
以
後
.マ
植
民
地
が
第
二
特
許
状
を
得
る
だ
、
基
本
的 

税
制
と
.し
て
存
置
さ
れ
を
の
-'で
あ
る
。

-

‘

翌
四
七
年
十
月
會
計
官
は
、
事
游
の
圓
滑
と
公
正
と
ハ
/
期
す
る 

爲
め
に
各
ク
ク
ス
の
保
安
官
に
對
し
て
次
の
様
に
：

3

知
し
た
。n

母 

月
五
日
.各
ク
ケ
ン
の
税
表
作
成
の
任
に
あ
る
委
員
と
き
合
協
！
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リ

i
’d
A

し
、
‘
そ
の
税
表
を
最
終
的
に
修
正
し
て
こ
れ
を
計
官
の
下
に
提 

出
す
べ
き
こ
と」

こ
れ
で
あ
る
。
此
れ
と
同
時
に
、
.マ
植
民
她
の 

'人
々
が
所
有
す
る
不
動
産
は
何
處
に
存
在
レ
や
ぅ
と
，̂
課
歡
さ
れ
'
 

る
とS

ふ
三
六
年
の
法
令
を
、
搏
庞
確
認
し
.た
。
前
者
に
關
し
て
.
 

は
、
委
員
の
怠
慢
若
し
く
は
放
意
の
變
造
に
り
て
ニ
德
の
罰
金
.
 

を
課
す
る
旨
附
言
し
て
ゐ
る
。
，後
着
は
、§

1

年j

虔
廢
正
さ
れ
，
 

た
在
英
资
廣
に
對
す>9

課
税
が
複
活
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
.或 

.
は
又
不
動
産
へ
の
課
税
が
豫
定
の
如
ぐ
行
に
れ
な
か
っ
た
爲
め
に 

W
庞
公
布
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
、
.早
急
に
こ
れ
を
斷
定
し
.難 

い
。
\四
八
ギ
五21 ：

總
會
は
、
課
税
の
任
に
當
る
委i;

と
會
計
官
と
，
 

の
共
課
を
防
止
す
る
意
咏
か
ら
新
に
在
♦
せ

る

制

{ お
！} 

職
務
を
明
腹
に
せ
ん
が
爲
め
に
、
從
來
の
課
税
手
続
の
一
部
を
變
.
 

’え
し
各
タ

.ゥ
？̂
の
委
凰
は
税
觀
に
關
す
る
委
員
會
を
終
了
し
た 

，後
、
‘税
丧
の
ぬ
本
を
會
計
檢
查
官
に
送
付
し
、
會
計
檢
齋
官
そ 

れ
を
會
官
に
送
付
す
る
と
い
ふ
様
に
改
め
ら
れ
た
。
.手
績
上
の 

變15̂

に
反
し
て
、
租
税
組
徽
は
目
立
っ
て
改
善
さ
れ
た
と
は
思
は 

れ
な
い
。
r
a六
ぐ
ホ
の
税
制
が
示
す
各
税
額
へ
の
不
安
定

——
そ
れ 

はis

舉
に
そ
の
傘
を
梢
加
す
る
こ
.と
が
可
能
で
あ
る
—

-は
、
マ 

，植
民
地
が
工
業
的
發
展
を
示
し
始
め
る
と
、

も
は
や
手
績
上
の
，改 

善
等
を
以
て
す
る
位
で
は
人
々
に
納
得
^
^
し
め
得
る
如
さ
課
税
を 

行
ふ
こ
と
が
固
灘
に
な
っ
た
C
他
方
、
住
民
の
勢
力
の
仲
は
、

，
 

二i
mび
雜
誌
第
四
十
ニ
卷
数
七
•
八

號

.

‘

課
税
權
に
對
レ̂
れ
.を
囘
鍵
せ
ん
と
す
を
手
段
を
自
ら
の
乎
で
行 

は
ん
と
す
る
に
至
る
。
此
處
で
植
民
地
に
於
け
る
政
治
的
發
展
に 

少
許
觸
れ
て
.を
か
ぅ
。 

'
 

.

レ
I

、
.1

六
二
三
年
税
我
代
表
委
員
を
八
ん
民
總
會
に
派
遣
す
る
に
至
っ 

、た
.こ
と
は
旣
に
述
べ
た
。
そ
の
後
公
民
達
は
、
マ
灣
植
民
地
に
於 

て
最
高
橫
力
は
公
民
線
會
に
在
る
'を
發
見
し
.、.
.
マ

植
民
地
の
统
洽 

揺
を
參
事
達
の
掌
中
か
ら
公
民
總
含
の
手
に
取
り
戾
さ
ぅ
と
努
力 

，
し
た
。

三
四
ギ
五
月
に
は
代
議
制
度
の
採
用
と
共
に
、マ

植

民

地 

の
最
高
槽
力
が
公
民
總
會
に
あ
る
こ
と
を
宣
言
ム
、
公
民
權
の
賦 

.與
、，

課
税
、-土
地
の
分
配
等
、
全
て
公
民
總
會
に
.よ
っ
て
か
さ
る 

べ
き
こ
と
を
確
認
し
、
裁
判
權
も
亦
；

H

に
風
す
可
含
と
と
を
黯
明 

し
た
。

と
の
結
栗
、
公
民
線
會
は
相
異
な
れ
，る
ニ
<
^
の
分
子
に
よ 

っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
叙
述
の
如
く
參
事
も
公
民
よ 

り
選
®
せ
ら
る
'可
.く
、

各
ク
ク
ン
の
代
議
員
も
各
ク
ゥ
ン
の
公
：̂ 

よ
り
選
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
前
者
と
後
者
と
は
、.一

堂 

に
會
し
て
種
々
な
る
問
题
を
討
議
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
そ
の
性 

格

が

離

れ

て

.

.
ゐ
，
た

？

三

六

年

代

纖

院

G
t

タ
ク
ン
の
.公
！̂
ょ
リ
選
m 

.せ
ら
れ
た
人
々
に
よ
リ
梅
成
さ
.

る
；}

に
投
票
の
代
理
を
委
任
し
得
る
制 

度
が
認
め
ら
れ
て
、.
.代
議
院
の
勢
力
增
大
レ
た
。
こ
こ
に
總
會 

に
於
け
る
立
法
上
の
筒
突
は
避
け
難
く
な
り
、
遂
に
四
因
年
參
事

と
代
議
員
と
が
い
づ
れ
も
担
否
檔
を
有
す
る
二
院
へ
分
裂
し
た
。

.

.
• 

>.

.

.
 

..
 

-
.
 

V
,
-

. 

三

九

，.
(

§

九)

1
I

I
II
1

.

ア
メ
リ
カ
植
民
地
财
政
の
，-

1g

 

.
 

.

ち前者は#;院

(
H
o
u
s
e

 

o
f As

s
i
s
t
a
n
t
s
)

を
、

後
者
は
.
 

代
譜
隙(

H
o
u
s
e

 

of D
e
p
u
t
i
e
s
)

を
構
成
し
、

こ
の
兩
者
が
マ 

'植5̂

地
議
會
と
し
て
統
治
に
常
っ
た
の
で
ぁ
る
。
參
事
院
は
立 

法

,
行
政

•
司
法
の
描
を
握
り
、
四
.風
年
以
降
課
税
.
土
地
配
分 

等
の
橋
は
立
法
の一

要
索
と
し
て
と
ど
め
て
ゐ
た
に
過
ぎ
な
い
。
 

そ
れ
故
に
こ
の
時
以
來
總
會
は
議
會
と
‘同
意
語
と
な
っ
た
わ
け
で

ぁ
る
。
 

ハ
 

.
 

.

.

.

-
そ
こ
で
前
述
せ
る一.

般
住
鼓
の
意
圆
は
、
必
然
的
に
こ
の
識
會 

と
の
抗
爭
を
お
起
す
る
。
五
一
ギ
五
月
諮
會
は
、
馬
度
租
税
の
平 

等
化(

商
品
へ
の
課
税
に
も
言
及)

を
聲
明
し
、、
課
税
者
が
不
公
平 

な
課
税
と
認
め
た
場
合
は
直
に
と
れ
を
輕
減
し
、
そ
の
他
の
場
合 

に
は
次
の
議
俞
に
於
て
檢
討
す
る5

日
を
明
か
に
し
た
。
五
七
年
五 

月
同
じ
趣
旨
の
法
令
が
公
布
さ
れ
た
。
そ
の
後
：

K

A
年
四
月
六
人 

か
ら
成
る
委
命
を
設
け
右
の
目
的
の
下
に
各
力
.ク
ン
テ
ィ*(

タ 

ゥ
ン
V
をg: ：®

調
査
す
る
こ
と
を
定
め
、
以
て
税
表
の
決
定
と
平 

等
化
ど
に
努
力
し
た
。
翌
五
年
委
員
達
は
、
税
表
決
定
の
困
難
さ
、
 

と
戰
ひ
乍
ら
も
彼
等
の
正
當
な
判
斷
に
ょ
り
そ
の
任
務
を
遂
行
中 

な
.る
こ
と
を
報
货
し
て
；̂

か

V
る
努
力
は
携
む
と
..と
な
く
繼 

績
さ
れ
、
み
九
ザ
十
ニ
月
に
至
っ
て
委
員
達
は
幾
っ
か
の
ク
^
^
ン 

の
課
税
額
を
調
査
し
た
結
柴
を
會
計
官
に
送
付
し
、
.
.
そ
の
鶴
減
を 

請
願
し
た
の
で
あ
つ
た
。

八
ニ
年
十
月
議
會
は
、
：
同
趣
旨
に
基

/ 

.
 \ 

四
0 

.

(

四1 

0)

、

き
、
從
.來
除
外
さ
れ
て
ゐi

ル
夕
ウ
ン
外(
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ー〕

の
人 

人
に
對
し
百H

1
力
ー
に
付
一
一
志
の
財
産
税
を
納
付
す
べ
き
と
と 

を
命
じ
て
ゐ
る
。
 

.，

.
ル

-
る̂
課
税
の
公
平
化
を
繞
る
幾
多
の
改
正
と
共
に
、
税
率
も 

幾
度
か
改1̂

1

さ
れ
た
。
六
五
ギ
十
，一

月
の
法
令
？
、̂
货
來
財tiSS 

に
適
用
さ
れ
て
.ゐ
たL

碟
に
付
一
片
の
割
合
は
單
に
原
則
的
な
の 

と
な
り
、
十
五
分一

税
や
、十
分一

税
と
同
様
に
時
に
應
じ
て
任
意 

に
堆
減
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
七
.

0

年
に
サ
財
命
税
は
半 

減
さ
れ
た
。
更
に
七
ニ
年
に
ゆ
酒
•
毛
皮
等
の
間
接
税
か
ら
の
收 

入
が
公
ま
出
を
十
分
に
賄
ひ
得
る
と
し
て
、
直
接
税
は
何
等
徵
牧 

さ
れ
な
か
っ
た
。
，.此
の
反
面
、
'
 
フ
イ
リ
ッ
プ
戰
爭
の
時
に
は
財
産 

税
は
十
六
倍
に
.ま
で
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
又
、
人
頭
税
は
四 

七
年
に
ニ
志
六
片
に
引
上
げ
ら
れ
、
五
三
年
に
は
奮
税
率
の一

志 

'八
片
に
復
歸
し
、
.
九

0

年
に
は
一
志
に
輕
波
’さ
れ
た
。
か
\
る
税 

率
の
變
遷
に
關
す
る
記
錄
は
殘
さ
れ
て
ゐ
て
も
、
そ
れ
が
全
體
と 

し
て
如
何
な
る
額
に
達
し
如
何
な
る
方
面
に
.使
用
さ
れ
た
か
‘

>

に
明 

に
す
るiO

と
は
困
難
で
.あ
る
。
會
.計
官
の
正
式
な
-記
錄
は
、
後
に 

榻
げ
る
如
く一

六
五0

年
の
極
め
て
簡
單
な
も
の
が
存
在
し
て
ゐ 

る
に
過
ぎ
ぬ
。
~た
ぐ
こ
.の
間
に
あ
り
て
、.
長
い
間
人
頭
税
を
苦
痛 

と
し
て
ゐ
た
ボ
ス
，.ト
ン
.の
養
員
が
議
會
に
提
出
し
た
請
願
に
は
與 

味
深
い
も
の
が
あ
を
。
.彼
は
人
頭
税
を
非
難
し
て
日
、く
，r

此
の
人



顾
税
と
间
じ
も
の
は
、
攻
防
い
づ
れ
の
職
に
も
劍
を
拔5

た
と
の

な5

如
何
な
る
國
に
於
て
も
播
す
る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る」

.

.と
◊
，更
に
能
力
税
は
、
.SI

七
年
十
月
の
法
令
に
よ
っ
て
旧
牧
三
志
，

叫
片
以
下
の
人
力
は
免
除
さ
れ
た
。
當
初
よ
り
大
レ
し
た
重
要
性

を
時
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
能
力
税
は
、
此
の
法
令
によ

';V

て
殆
ど
有

名無
！：：；

と
な
っ
た
も
の
の
如
く
で
あ
を
。
免
税
者
に
っ

V
て
も
德

種
檢
討
が
加
へ
ら
れ
、
四Aハ
キ
に
は
騎
兵
が
免
除
さ
れ
た
。
.
彼
は

更
に
七
五
4
ィ̂
ン
デ
ィ
ァ
ン
戰
爭
に
依
る
..課
税
か
ら
も
免
除
さ
れ

'た
。
此
の
外
に
老
齢
者(
大
體
六
十
族
以
上〕

に
對
し
て
は
.感
謝
の
.

味
を
こ
め
て
、
漁
民
や
製
鐵
業
ぎ
等
に
對
し
て
も
そ
の
産
業

獎
勵
と
保
護
と
の
意
妹
を
以
て
免
税
さ
れ
た
。
义C

 
J
ダ
ァ7 -

ド

大
學
の
教
授
に
對
し
て
免
税
規
定
が
適
用
さ
れ
た
。
こ
の
他
方
、

五
三
ハ
ル
九
月
ボ
ス
ト
ン
で
は
、
魏
述
の
四
六
年
の
法
令
に
よ
る
行

政
货
免
税
に
對
す
る
抗
議
が
採
揮
さ
れ
、
と
こ
に
！！̂
政
官
ゎ
再
び

課
税
さ
れ
る
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
Q 

.
;

次
に
間
接
段
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
.っ
レ
て
は
直
接
税
に
關
す
る

揚
合
\以
上
に
不
詳
の
點
が
多
い
。
元
來
間
接
税
は
直
接
税
の
負I?

を
軽
減
.せ
ん
が
爲
め
に
設
け
ら
れ
た
そ
の
直
接
的
原
因
は
、
直

接
税——

特
に
財
産
税
•
人
頭
税
i

が
’意
の
如
く
集
ま
ら>な
か
‘

っ
た
爲
め
と
思
は
れ
ぶ
。)

關
稅
：
、內
國
消
費
税
は
.早
く
よ
り
貴
施
'

さ
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
等
は
直
接
税
に
比
較
す
れ
ば
組
織
と
し
て

- 

.

niH

ぽ
保
雜
誌
^
ぽ̂
十
ニ
卷
取
七•

八

號

'
 
.

一
段
と
未
發
達
な
も
の
で
あ
っ
た
。
極
言
す
ス
ホ
ら
！！

4
、

第1 .

特 

許
狀
の
下
に
於
て
は
、
少
く
と
も
六
九
年
迄
は
間
接
税
>レ
關
す
る 

艇
綴
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
海
独
の
取S

；

に
っ 

い
て
は！

六
三
ニ
年
旣
忙
課
税
が
行
は
れV

ま
た
三
六
ギ
に
は
粟 

物•

砂
糖
.
.酒
類•

煙
草
に
關
税
が
か
け
ら
れ
て
は
ゐ
た
P
然
し 

此
等
も
ニ
年
後
の
三<

年
に
は
慶
止
さ
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。
 

(cf. Bulloch: op/cit pp. 

2
1
3
〕

こ
れ
は
前
記
の
直
接
税
と
比 

較
し
て
著
し
レ
對
照
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
.直
接
税
に
あ
っ
.
て
は 

時
代
に
適
合
せ
ん
と
す
る
努
力
が
幾
多
の
改
革
と
な
っ
て
現
：̂

れ 

て
來
は
し
た.が
、
廢
止
さ
れ
を
こ
と
は
な
；̂
。
，
そ
れ
故
間
接
税
の 

施
行
と
廢
止
と
は
、
施
行
し
て
も
大
レ
し
た
效
梁
を
餅
げ
得
な
か 

っ
た
か(

密
貿
其
の
他
の
爲
め
に)

、或
ぱ
直
接
税
を
以
て
十
分 

支
出
を
捕
ひ
得
た
か
の
何
れ
か
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
ぅ
。
寧
ろ
と 

の
兩
者
が
共
に
作
用
し
た
と
い
っ
て
ょ5

。

從
ウ
て
叫
一
年
六
月
'
 

再
び
海
独
取
引
に
關
し
.て
五
：̂
の
課
税
が
行
は
れ
、
四

四

年

十

.一 

月
に
は
酒
顔
の
販
賣
に
關
す
る
免
許
料
と
し
て
酒
德
又
は
酒
袋
一 

個
に
付
二
十
志
の
課
税
が
行
は
れ
た
が
、
そ
の
後
六
九
年
'迄
はT 

定
の
方
針
も
な
く
單
に
課
税
對
象
を
或
は
增
.し
ま
は
滅
じ
た
に
止 

っ
た
。
此
の
間
、
間
接
役
に
就
.い
て
の
#
!
要
な
改
變
を
示
せ
ば
次 

.の
如
く
で
あ
る
。

.

.

.

-

四
五
年
十
月
英
國
船
舶
に
對
す
る
顿
稅
を
廢
止
す
。
四
七
年
十 

•
 

•

.

. 

四
一
.(

四 
ニ

)
,

,

Iを
I
f

ア
メ
.リ

カ

地

財

政

の1
’

か

月
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
毛
皮
取
引
に
就
き
購
入
毛
皮I

枚
毎
に
！
一
 

片
を
支
拂
ふ
可
き
こ
と
を
定
む
。
四<

 
ギ
五
月
歳
入
の
增
加
を
計 

る
爲
め
に
酒
類
關
税
を
厳
格
に
徵
收
す
る
こ
と
を
公
布
す
。
四
九 

ギ
五
月
ポ
ス
ト
ン
、
フ
ジ
マ
ス
、

二
 

H
i
,
へ
ゲ
シ
、n

ネ
テ

‘ヵ
ッ
ト
相
：A
間
に
翰
入
關
税
に
就
い
て
の
取
極
め
を
な
す
。
五 

<

ギ
關
税
の
施
行
を
厳
に
す
る
こ
と
を
再
確
認
'。
六
ス
年
四
.月
穀 

.物
輸
入
、
海
翻
取
引
、
你

萄

酒

、
ビ

ー
ル

.等
の
內
國
消
費
税
、
彈 

.築取引に關して會計窗を選定。

.

.

.

.

：
 

n

ハ
六
.九
年
六
月
議
會
は
、
積
々
な
る
課
股
徵
收
に
ょ
‘っ
て
生 

す
る
人
々
の
不
平
を
緩
和
す
る
爲
め
に
關
税
を
設
定
し
た
。
卽
ち 

此
の
時
に
至
っ
て
も
、
關
税
の
主
目
的
は
税
牧
入
の
增
.大
を
計
ら 

ん
が
爲
め
で
は
な
か
っ
た
の
で
ぁ
る
，。

類

•
羊

毛

'
•
棉
絲
其
の 

.'他
從
來
法
令
に
依
っ
て
定
め
ら
れ
.た
も
の
以
外
は
、
.全
て
一
縫
に 

ウ
きI

甘
の
關
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
.っ
た
。
此
.等
輸
入
品 

の
慣
値
算
定
は
、
輸
入
さ
れ
た
地
方
の
時
償
に
ニ0

%

を
加
へ
た 

'も
の
で
ぁ
る
。
，課
税
方
法
は
、
船
舶
が
入
港
し
た
時
、
船
長
、
事 

務
長
、
水
夫
長
は
積
荷
の
偵
値
を
陸
揚
げ
す
，る
前
に
植
民
地
會
計
.
 

.官
に
報
吿
す
る
。
.徵
税
官
は
乘
船
し
て
荷
の
種
默
荷
受
人
そ
の
、
 

他
に
關
す
る
詳
細
な
調
査
を
す
る一.ir 
‘
荷
主
又
は
輸
入
者
は
徵 

税
宫
に
對
し
て
正
規
の
荷
積
明
細
書
を
提
示
し
て
彼
.等
.の
積

荷

.
の 

總
額
を
ホ4"

し
、
'
 
徵
税
肯
ぱ
自
己
の
調
査
と
申
吿
と
を
者
慮
し
て

:

:

;
 

-
.四
ニ 

.

(

四 
一.ニ)

規
定
の
税
額
を
定
め
る
。
此
の
際
若
し
荷
積
明
細
書
が
偽
造
で
あ 

っ
た
様
な
場
合
は
、
植
民
地
食
評
{目
若
し
く
は
徵
税
官
と
當
該
タ
.
 

ク
ン
の
委
晨
立
會
の
下
に
、
彼
等
.の
判
斷
に
ょ
っ
て
順
當
り
四 

が
上
の
税
金
を
強
制
的
に
徵
收
す
る
。
陸
路
に
て
彼
課
税
物
品
が 

餘
入
を
れ
た
揚
合
も
之
と
同
様
で
、
っ
た
。
課
税
に
關
す
る
疑
説 

が
生
じ
た
場
合
に
ば
、
.總
お
殺
び
に
參
事
の
裁
定
に
ょ
っ
て
こ
れ 

を
決
定
し
た
。
更
に
•マ
植
民
地
に
出
入
す
る
旅
行
者
の
馬
車
、
積 

荷
等
に
關
す
る
課
税
額
も
六
五
年
五
月
に
設
け
ら
れ
た
。

.

<
 

か
く
の
如
く
に
、し
て
徵
牧
さ
れ
た
諧
税

.は
如
何
な
る
，方
面
に
使

用
さ
れ
た
の
で
あ
ふ
ぅ
か
。
敎
會•

學
校

-
因
み
に
ハ
I
ウ
ァ

1
ド

•
カ
レ
デ
は
三

八
年
に
建
設
せ
ら
れ
、
六
九
年
マ
植
民
地
議 

會
は
、
五
十
戶
以
上
の
.各
力
.ク
ン
チ
ィ
は
子
弟
敎
盲
の(

叙
め
に
一 

人
以
上
の
敎
師
を
選
任
し
、
百
戶
以
上
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
は
小
學
校 

を
設
置
す
べ
き
旨
を
通
達
し
て
ゐ
え
-—

の
維
持
に
使
用
さ
れ
た 

こ
‘と
は
疑
ひ
な5

。

前
述
の
組
<
<
1ヴ
ァ
ー
ド
大
學
の
敎
授
ぱ 

免
税
さ
れ
た
の
み
な
ら
す
、
.動
産
で
月
百
縫
が
生
ぼ
保
證
の
爲
め 

に
給
與
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
'の
外
に
行
政
長
官
等
謝
役
人
の
'給
與
に 

も
充
常
さ
れ
た
が
、
此
等
給
與
は
概
し
.て
低5

も
.の
で
あ
る
。
'
 
從 

っ
て
公
共
事
業
力
.至
公
共
輕
費
の
中
せ
最
も
大
な
る
部
分
は
戰
费 

，で
あ
っ
た
と
見
做
し
て
差
支
へ
な
'い
。
.
9
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t

I
N, Y

,
1937, p

,

1

5
と
れ
：̂

三
五
年
に
英
本
國
の
マ
植
民
地
攻 

I
：

ト
に
備
へ
て
軍Sf

委
員
が
任
命
さ
れ
、
契
‘城
，
武
器
配
分
•
兵
民 

.の
訓
線
が
行
は
れ
て
あ
る
の
を
越
て
も
、
或
は
そ
の
他
諸
戰
爭
に 

よ
る
經
费
梢
大——

殺
額
引
上
に
よ
っ
て
も
、0̂! 常

さ
れ
る
。
.然 

し
乍
ら
使
途
に
關
す
る
詳
細
な
記
錄
を
缺
い
て
ゐ
る
こ
.と
は
、
.
經 

数fl
額
の
不
明
と
共
，に
、
マ
植
民
馳
时
政
史
を
不
朋
瞭
な
ら
し
め 

る
も
の
で
み
る
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
.の
で
あ
る
。
，
.
.

■
,

.

☆

.

 

' 

. 

,

.

以
上
キ
；と
し
て
ダ
グ
ラ
ス
氏
の
研
究
に
據
っ
で
マ
植
民
に
於
け 

る
財
政
史
の
一
面
を
述
べ
た
.の
で
あ
る
が
、
勿
論
敍
の
記
述
で 

十
分
解
明
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

f

六
五
六
年
頃
よ
り
始
ま
ウ
た 

財
政
機
構
の
混
亂
は
、.
幾
多
の
努
力
に
.も
拘
'ら
す
、'<

 
五
年
に
.
 

Sir. E
d
m
u
n
d

 A
n
d
r
o
s

が
マ
植
民
地
の
知
事
に
.住
ぜ
ら
れ
課
税 

描
を
猿
謝
す
る
に
及
び
、
會
計
盾
の
間
'に
於
け
る
個
人
的
紛
爭 

(
I

六
八
三
ザ)

を
も
含
ん
で
、
其
の
極
に
達
し
た
で
然
し
乍
ら
失 

等
ぱ
何
れ
も
、
，四
六
ハ
^
の
租
税g.

系
を
維
持
せ
ん
と
す
る
努
力
が
.
 

招
い
た
綜
跟
で
あ
っ
た
。
例
へ
は<12

計
檢
査
官
，の
任
命
に
せ
よ
‘、 

能

に

機

を
複
雑
に
す
る
に
止
ま
り
、
.
.
赞
傻
上
の
効
果
は
疑
は
じ 

■い
も
の
で
あ
っ
た
。此
等
：

i

溝
の
混
.亂
を
ー
々
述
べ
る
要
は
な
い
。
 

そ
れ
は
-ザ
特
許
狀(

ダ
ニ
特

許

狀

〕

獲

得

に

よ

っ

‘
.
で

當
然
整
傭
さ
る 

可
さ
も
の
、で
あ
，っ
た
。
從
っ
て
筆
者
は
此
の
間
に

®?
さ
れ
を
唯
一.

' 
.S
 
§

$
m
 

猫
3
1
5

第
七
•
八
號.

.... 

-
の
公
式
錄
を
檢
討
し
て
、.，不
明
瞭
な
マ
植
民
地
財
政
史
の
解
明 

.に
何
程
か
.で

も

て

ぅ
と
思
，ふ
。：

/ 

.
 

■■

‘
左
に
揚
げ
る
記
織
は
一
六
五
五
年一

月
二
十
日
の
日
附
を
持
つ 

會
計
檢
査
官
の
'公
式
の
.報
吿
誉
で
あ
.る
。
‘.

.

.

. 

.
.1

六
五P

年
十
一
月
迄
半
年
間
の
酒
類
贩
賣
免
.

V

ご

許
料…

…

.：

.

.

.…
…

：
.：
.：
：
，：
-
:
<
0跨
，

1

六
五0

年
か
ら
五
四
年
迄
の
お
免
許
料
四
ヶ
./ 

.
 

‘

.

.'.年
分
い
：
：
：

.

.

.

.

.…

r
ン
i…

…

六
四
0
硬

.

.

r

六
五
三
年
及
び
五
四
、
年
十
一
，
月
迄
の
.葡
萄
酒 

.

.

.，
關

耽

二

ハ

五

跨

)

.：…

.

…
…

：
：.

…
…

三
.三o

t
s

 

ツ
酒
資
人
ょ
い
そ
の
時
々
に
徵
收
せ
る
手
數

、

.料…
…

，：
：
.
：
：
：

…

，'.
.
.
.
.
七
九
德
十
三
志

.1

六
五0

年
ょ
れ
五
五
ギ
 
一

一

十
日
に
，至
る 

:

,間
の
種
.々
な
る
科
料
：
.
：
：

…

：…

ニ
五
五
跨
十
九
志 

二
八
五
五
年
一
月
迄
議
會
の
法
金
及
び
請
願
に
，

.

J

關
す
る
'手
數
料
..’

…

：…

て
：
.：
..
.
.：
三
六
镑
十n

志

イ
ン
'デ
ィ
ア
ン
.の
貢
納
せ
る
十<

纖

の

貝

殼

.

,

.
(
p
e
a
g
e
)
(

各
.| r>eage .

ぱ
六
片
に
.

.

計
算)

.
：
：
：
：
，

.

.

.
：
：

…
…

r
四
五
；̂

/. 

H

ハ
五
四
年
一
月
迄
の
登
記
料…

：
：
：.

…

.，

…

：
.

.
…

：
.•：
：
：
：
：
：

"
•：
：
：
：
：

」
0
0

縫

，i

六

オ

.
/ 

/

四
.三

(

四

一

三.

)

..

ア
メ
リ
ヵ
；̂
民
地
见
政
の一

.ば

.

.

. 

計

.

一
、
五
六
七
.縫
五
志
六
片
：

一
六
五0

年
の
税
金…

.
：

…

.

.

.

.

.

.
九
二
八
縫
十<

志

.

i

六

、五

一

ザ

の

税

金

.

.

.…

.：

.一

、
四
五
五
韻
十
七
志
九
片

グ

五
！
 U

ル
の
税
金
.
.
.
.
.

…

 

一
、O

i

 

1

志
三
片

ク

五

三

ハ

キ

の

税

金

…

.

.

.1

、
九
九
一
縫
十
七
志
十
二
片

.-

.
五
四
ザ
の
税
金…

…

.
-.
.
一
、

一
，
七

四

德

ニ

パ

五

片

.
 

.
合
計 

<
、
.
一
三
<
德

！

志

七•

五
片 

此
の
收
入
に
對
し
、
，
五
五
ギ
の
支
出
は
前
年
分
の
未
拂
金
を
'も
含 

め
て
、
九
、
二
三
七
镑
十
七
志
で
.あ
.っ
た
か
ら
、
此
の
年
の
帳
尻 

はr
、
0

九
九
蘇
十
'五
志
四
♦
五
片
の
赤
字
と
な
る
。
，.此
の
會
計 

報
お
は
前
平
が
間
接
税
、
後
牛
が
直
接
税
と
分
か
れ
て
、ゐ
る
。
直 

'採
税
は
間
接
税
に
比
し
四
• 
二
倍
弱
と
な
.っ
：，て
ゐ
る
。
以
て
マ
植 

廣
地
に
於
け
る
直
接
税
の
地
位
を
窺
ふ
べ
き
で
あ
ら
ぅ
。
，.
間
接
税 

中
に
於
い
て
も
、
謡
科
料
舞
び
に
登
記
料
の
☆
計

が

、
.
酒

類

贩

寶
 

免
許
料
に
次
ぎ
郁
萄
酒
關
税
を
上
，廻
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
興
味
‘あ
る 

现
象
で
あ
る
。
卽
ち
間
接
税
巾
に
あ
っ
て
‘も
關
税
は
全
體
の
二
十
'
 

ダ
弱
に
過
ぎ
す
、
'
 
そ
の
存
在
理
曲
は
後
年
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
財 

政
に
於
け
る
そ
れ
に
比
し
て
著
し
く
弱
い
とI 一！！

ひ
得
る
。
或
は
徵 

収
に
困
難
を
感
じ
て
ゐ
た
結
巢
.で
あ
ら
ぅ
’か
0
,因
み
に
此
の
報
吿
'
 

W
に
見
え
るp

e
a
g
e

は
、

通
貨
不
足
の
爲
め
貨
幣
に
代
用
さ
れ 

て
ゐ
.た
貝
穀
で
あ
る
が
、
此
の
記
錄
に
よ
れ
ぱ
ニ
樓
に
は
此
の
種

、
 

:

思

四

(
E
M
S
)

貝
殼
が
三
0
個
結
ば
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
.

.

.

マ
植
民
地
の
金
融
機
關(woodbri
化S wank, 

wiackweirs 

B
a
n
k

や
通
貴(

特
に
一
六
九
0
年
マ
植
民
地
で
最
，初
に
發
行
さ 

れ
た
紙
幣)

等
に
就
い
て
は
、
後
.の
檢
會
に
譲
る
。
此
を
嬰
す
る 

に
、
第
一
時
許
狀
の
下
に
於
け
る
財
政
構
成
は
、
全
く
ヵ
オ
ス
の 

狀
熊
に
置
か
れ
た
こ
と
を
認
め
.る
外
は
な
い
.。

そ
の
原
因
は
或
は 

マ
植
民
地
の
人
々
の
税
務
代
表
制
の
不
見
識
、
財
政
行
政
に
關
す 

.る
&
榮
不
斷
、
，
正
貨
支
拂
の
慣
脅
等
が
擧
げ
得
る
で
ぁ

^
ぅ̂
。
而 

も
尙
全
て
の
制
度
が
カ
オ
ス
，の
中
か
ら
生
れ
來
つ
た
こ
と
を
者
へ 

合
せ
て
、-ヵ
ポ
ス
な
る
が
故
に
こ
れ
を
捨
て
去
つ
て
は
な
ら
な
，い 

.で
あ
ら
う。
.. 

.
 

•
,

(
！

▲
四
九
•
六
.
.

0
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